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第１章 計画の策定 

１ 計画策定の趣旨 

これまでの大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会経済活動の拡大は、わたしたちの

生活に物質的な豊かさや便利さをもたらしている。しかし、その一方で、廃棄物をめぐ

っては、排出量の高水準での推移、最終処分場のひっ迫、廃棄物の焼却施設からのダイ

オキシン類の発生、不法投棄の増大等、様々な問題があり、これらへの取組が必要とな

っている。 

  こうした中で、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45 年法律第 137 号。

以下「廃棄物処理法」という。）の改正及び循環型社会形成推進基本法等のリサイクル

推進に係る関係諸法の制定等により、適正な廃棄物の処理や廃棄物のリサイクルの促進

への対応が図られている。 

  本県では、廃棄物処理法に基づき、昭和 48 年に第一次愛知県産業廃棄物処理計画を

策定して以来、７次にわたり計画を推進してきた。この間、平成 12 年の廃棄物処理法

の改正により、産業廃棄物に加え一般廃棄物を含めた総合的な廃棄物処理計画の策定が

義務付けられ第７次の処理計画として策定し、廃棄物の適正処理の確保、廃棄物処理施

設の設置、廃棄物の発生抑制・減量化・資源化を推進するための施策を推進してきた。

さらに、平成 15 年 3 月、循環型社会の形成に向け、県民・事業者・行政の役割分担を

明らかにし、廃棄物の発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）、再生利用（リサイ

クル）の普及促進を進める「あいち資源循環型社会形成プラン」を策定した。また、平

成 16 年 9 月、同プランの行動計画として、「あいちエコタウンプラン」を策定し、モ

ノづくり県である本県ならではの先導的で効果的な循環ビジネスの創出と事業化の促

進を図っている。 

  こうした取組により、廃棄物の発生量や排出量は増加傾向にあるものの、減量化や資

源化が進み、最終処分量は減少傾向にある。しかし、依然として最終処分しなければな

らない大量の廃棄物があるのも事実で、最終処分場の確保が課題となっている。 

  また、廃棄物の不法投棄や過剰保管などの不適正処理が後を絶たず、悪質化、巧妙化

している。その結果、廃棄物処理に対する住民の不信感が増大しており、ひいては最終

処分場の建設がますます困難な状況となっている。 

  こうしたことから、廃棄物の排出を抑制し、排出された廃棄物については再使用、再

生利用、熱回収の順にできる限り循環的な利用を行うとともに、最終的に廃棄物となる

ものは適正に処理するという基本的な考えの下、廃棄物処理法第５条の２第１項に規定

する基本方針に即して「愛知県廃棄物処理計画」を策定するものとする。 
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２ 計画期間 

 平成１９年度から平成２３年度までの５年間とする。 

 

３ 計画の対象 

 愛知県内の一般廃棄物及び産業廃棄物を対象とする。 

 

４ 策定に当たっての基本的な考え方 

本計画は、「愛知県廃棄物処理計画（平成 14 年度～平成 18 年度）」に引き続く「廃

棄物処理計画」として策定するもので、環境負荷の少ない循環型社会の形成を目指して、

県民、事業者、市町村、県等がそれぞれの立場で廃棄物を発生段階から抑制し、再使用、

再生利用の取組等により、積極的に廃棄物の減量化、資源化を推進するとともに、発生

した廃棄物については適正な処理の推進を図る。  
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第２章 廃棄物処理の現況 

 

１ 背景 

（１）人口 

平成 16 年の本県の人口は 7,206 千人であり、平成 11 年の 7,007 千人に比べ

５年間で 2.8％増加している。全体的に見て、昭和 30 年代から 40 年代にかけ急速

な増加傾向を示した人口は、50 年以降伸びが鈍化し、さらに 60 年以降は微増傾向

を示すに留まっている。 

平成６年以降の本県の人口の推移をみると、１％に満たない微増傾向が続いている

（図１）。人口の増加は日常生活を通して、ごみ、し尿等の一般廃棄物、また、様々

な経済活動を通じて産業廃棄物の発生量の増加をもたらしている。 

 

 

（千人）
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出典：「愛知県人口動向調査」 

図１ 人口の推移 

 

（２）産業構造の特徴 

産業別従業者数をみると、第２次産業の従業者数特に製造業の割合が 27.3%と全

国値に比べて際だって高く、これは輸送機器製造業によるものである（表１）。 

これを製造品出荷額等でみると、平成 16 年において、全国の 12.9％を占める

36 兆 8,136 億円であり、日本を代表する産業県となっている。さらに製造業の中

でも自動車関連産業である輸送機器製造業の占める割合が 49.2％と最も高く、一般

機器製造業がこれに次いでいる（表２）。 
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表１ 従業者数の構成比（平成 16 年） 

構成比 構成比

3,336,547人 100.0％ 52,067,396人 100.0％

4,710人 0.1％ 222,216人 0.4％

1,153,651人 34.6％ 14,360,411人 27.6％

建設業 243,016人 7.3％ 4,382,413人 8.4％

製造業 909,733人 27.3％ 9,940,449人 19.1％

2,178,186人 65.3％ 37,484,769人 72.0％

全国愛知県

第１次産業

第２次産業

第３次産業

産業分類

合　　　計

 
出典：「事業所・企業統計調査」 

 

 

表２ 業種別製造品出荷額等の構成比（平成 16 年） 

区　　分 愛知県 全　　国

輸送機器 49.2％ 17.8％

一般機器 8.6％ 10.2％

電気機器 6.1％ 6.4％

鉄鋼 5.3％ 5.0％

プラスチック 4.0％ 3.7％

食料品 3.9％ 8.0％

金属製品 3.3％ 4.7％

その他 19.7％ 44.1％

総額 36兆8,136億円 284兆4,183億円

（総額の全国に占める割合） (12.9％)  
出典：「平成 16 年工業統計表産業編経済産業省経済産業政策局調」 

 

 

（３）事業所の状況 

「平成 16 年事業所・企業統計調査」によると、県内の事業所数は 328,490、従

業者数は 3,336,547 人である。 

業種別に事業所数の割合をみると、卸売・小売業が全事業所の 26.8％で第１位を

占め、次いでサービス業が 18.1％、飲食店、宿泊業が 14.7％、製造業が 14.5％、

建設業が 8.7％となっている（図２）。 
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出典：「平成１６年事業所・企業統計調査」 

図２ 事業所の業種別構成比（平成 16 年）※民営事業所 

 

さらに、事業所を従業者規模別にみると、30 人未満の第１階層は 312,898 事業

所、30 人以上 100 人未満の第２階層は 12,521 事業所、100 人以上 300 人未満

の第３階層は 2,476 事業所、300 人以上の第４階層は 595 事業所となっており、

電気・ガス・熱供給・水道業、運輸業、情報通信業等で従業者数の多い事業所の割合

が高くなっている（図３）。 
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農林漁業

鉱業

建設業
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運輸業
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金融・保険業

不動産業

飲食店，宿泊業

医療，福祉

教育，学習支援業

複合サービス事業

サービス業

30人未満 30～99人 100～299人 300人以上
 

出典：「平成 16 年事業所・企業統計調査」 

図３ 従業者規模別業種別事業所数構成比（平成 16 年）※民営事業所 
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２ 一般廃棄物の現況 

（１）ごみ 

ア ごみ処理の状況 

平成 16 年度のごみ排出量は 2,678 千トン/年であり、平成 11 年度の排出量

2,704 千トン/年に比べ 1.0％減少している。これを、一人一日当たりごみ排出量に

換算すると、1,025ｇ/人・日で、平成 11 年度の 1,071ｇ/人・日に比べ 4.3％減

少している（図４）。 

　　　　　　注：ごみ排出量に集団回収量は含まない。一人一日ごみ排出量には資源ごみを含む。
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図４ ごみの排出量と最終処分量の推移 

 

また、このうち事業系一般廃棄物の収集量は 789 千トンであり、ごみ総排出量の

約 29％を占めており、平成 11 年度の収集量 648 千トンに比べ 21.7％増加してい

る（図５）。 

 

なお、ごみ処理の流れは図６のとおりである。 
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図５ 事業系一般廃棄物の収集量の推移 
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（単位：千ﾄﾝ/年、（　　）は平成11年度を示す。） 注：数値は四捨五入のため合計が一致しないことがある。
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図６ ごみ処理の流れ（平成 16 年度） 
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イ 資源化 

（ア）資源化の状況 

平成 16 年度の処理状況をみると、中間処理のうち焼却は 2,038 千トン/年、平

成 11 年度の 2,102 千トン/年に比べ 3.0％減少している。それ以外の処理が 399

千トン/年で、平成 11 年度の 286 千トン/年に比べ 39.5％増加している。 

中間処理及び集団回収により直接資源化に回るものを含めた平成 16 年度の資源

化量は 616 千トン/年で、平成 11 年度の 409 千トン/年に比べ 50.6％増加してい

る（図６）。 

また、リサイクル率は 21.1％で上昇傾向にある（図７）。 
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図７ 資源回収量とリサイクル率の推移 

 

「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」（以下「容器包装

リサイクル法」という。）によりガラス瓶、ペットボトル等特定の容器包装について

事業者の再商品化が義務付けられるなど、消費者の分別排出、市町村の分別収集が推

進されているところであり、平成 16 年度の資源化量は、紙類 385 千トン、金属類

67 千トン、ガラス類 55 千トンとなっている（図８）。 

また、紙類については集団回収により、金属類は粗大ごみ処理施設により、ガラス

類は資源化等を行う施設による資源化量が多くなっている。 

 

さらに、「特定家庭用機器再商品化法」（以下「家電リサイクル法」という。）によ

り、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、エアコンの４種類の家庭用電気機器について

も、同様に廃棄物の減量、再商品化が、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する
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法律」（以下「食品リサイクル法」という。）により、食品廃棄物の再生利用促進が図

られている。 
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                 図８ 資源化の状況 

 

 

（イ）中間処理施設、資源化施設の設置状況 

平成 17 年 3 月末現在の市町村及び一部事務組合が設置し稼働している中間処理

施設、資源化施設は 94 施設であり、その内訳は焼却施設が 44 施設、粗大ごみ処理

施設が 22 施設、高速堆肥化施設が１施設、リサイクルプラザ、資源回収センター等

の資源化施設が 27 施設となっている（表３）。 

 

表３ 中間処理施設、資源化施設の設置状況（平成 17 年 3 月末現在） 

区  分 施設数 処理能力 備 考 

焼却施設 44 施設 10,171t/日 ２施設休止 

粗大ごみ処理施設 22 施設 1,249t/日  

高速堆肥化施設 １施設 32t/日  

資源化施設 27 施設 709t/日 １施設休止 

合  計 94 施設 ―  

注：施設数、処理能力は稼働中の数を示す（廃止、休止は含まない）。 
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ウ 最終処分 

（ア）最終処分の状況 

中間処理による処理残さ、焼却残さの処分を含め、平成 16 年度の最終処分量は

371 千トン/年で、平成 11 年度の 550 千トン/年に比べ 32.5％減少している（図

９）。 

なお、このうち自区域（県）外の処分量は 112 千トン/年で、平成 11 年度の 162

千トン/年に比べ減少している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９ 一般廃棄物の最終処分量の推移 

 

（イ）最終処分場の設置状況 

平成 17 年 3 月末現在の最終処分場の設置数は 86 施設（休止、埋立終了等を含

む。）であり、平成 16 年度末の残存容量は 3,233 千㎥、これを平成 16 年度の埋立

容量 254 千㎥で割った値（残余年数）は 12.7 年となっている。なお、平成 16 年

度末の残余年数の全国平均は 13.2 年となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 一般廃棄物最終処分場の残存容量の推移 

エ 再生事業者の登録状況 

専ら再生利用の目的となる廃棄物である古繊維や金属くず等、及びペットボトルの再

生を業として行っている場合は、知事の登録を受けることができる。 

平成 17 年 11 月末現在の登録廃棄物再生事業者数は、古紙については 75 事業者、

金属くずについては 106 事業者、空きびんについては 38 事業者、古繊維については

20 事業者、ペットボトルについては４事業者である。 
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（２）し尿 

ア し尿の処理状況 

平成 16 年度のし尿及び浄化槽汚泥の総処理量は 1,451 千キロリットル/年であ

り、平成 11年度の総処理量 1,572千キロリットル/年に比べ 7.7％減少している（図

11）。 

総収集量は 1,448 千キロリットル/年で、うち、し尿は 245 千キロリットル/年、

浄化槽汚泥は 1,202 千キロリットル/年である(図１２)。 

収集されたし尿、浄化槽汚泥のうち 1,297 千キロリットル/年はし尿処理施設に

より、64 千キロリットル/年は下水道投入により処理されている。また、86 千キロ

リットル/年は９町において海洋投棄により処理されている。 

なお、し尿及び浄化槽汚泥について３千キロリットル/年は自家処理されている。 

また、過去からの推移をみると、し尿処理量は減少傾向にある（図 1２）。 

 

（単位：千ｷﾛﾘｯﾄﾙ/年、（　　）は平成11年度を示す。）

し尿処理施設

1,297 (1,375)
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海洋投棄
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(  299)215

19 (    24)
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1 (     0)

浄化槽汚泥
12 (    16)

0 (     0)

74 (  108)
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1 (     0)

［総処理量］ 1,451 (1,572)

し尿及び浄化槽汚泥の自家処理量

245 ( 339 )

1,202 ( 1,224 )
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注：自家処理は収集車による収集をせず自ら農地還元したものを示す。 

図 11 し尿処理の流れ（平成 16 年度） 
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単位：千ｷﾛﾘｯﾄﾙ
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図 12 し尿処理量の推移 

 

 

イ 処理施設の状況 

平成 17 年 3 月末現在のし尿処理施設の設置数は 37 施設（処理能力 5,052 キロ

リットル/日）である。 

平成 16 年度においては、一部の市町村においては、し尿処理施設が未整備または

処理能力が不足のため、収集されたものの一部は海洋投棄されていたが、平成 17 年

度末時点でし尿処理施設の未整備市町村はなくなったことから、平成 18 年 4 月か

らは海洋投入の必要がなくなり、すべて陸上処理されている。 

なお、｢廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約（ロンドン条

約）｣の批准に伴い、平成 14 年 2 月 1 日施行の廃棄物処理法施行令の改正により、

し尿及び浄化槽汚泥の海洋投入処分が禁止されており、以前から海洋投入処分を行っ

ている者についても、平成 19 年 2 月 1 日から禁止される。 
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３ 産業廃棄物の現況 

 

（１）産業廃棄物の発生、処理・処分の概況 

平成 17 年度に実施した産業廃棄物実態調査によると、平成 16 年度の本県の産業

廃棄物（特別管理産業廃棄物を含む）の発生量は 20,595 千トン／年であり、平成

11 年度の発生量 17,214 千トン／年に比べ（以下、比較の対象は前回調査の平成

11 年度）19.6％増加している。 

種類別に比較すると、鉱さいが 37.9％、がれき類が 34.7％、金属くずが 29.2％、

汚泥が 8.6％、廃プラスチックが 37.1％それぞれ増加しており、一方、ガラス陶磁

器くずが 44.9％、動物のふん尿が 1.8％それぞれ減少している（図 13）。 
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図 13 産業廃棄物の発生量 

 

 

 

平成 16 年度の発生量の種類別構成では、がれき類が 20.7％を占め最も高く、次

いで鉱さいが 19.3％、汚泥が 15.2％、金属くずが 13.8％、動物のふん尿が 11.7％、

ばいじんが 6.5％となっている（図 14）。 

業種別構成では、製造業が 51.1％を占め、次いで建設業が 25.8％、農業が 11.7％、

電気・ガス・熱供給・水道業が 7.0％となっている（図 15）。 
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図 14 種類別発生状況（平成 16 年度） 
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図 15 業種別発生状況（平成 16 年度） 
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また、平成 16 年度の処理、処分、資源化の状況をみると、資源化量（有用物量と

再生利用量の合計量）は 14,732 千トン/年、減量化量は 4,442 千トン/年、最終処

分量は 1,413 千トン/年となっている。 

最終処分量を中間処理後のものと、直接最終処分されるものとに分けると、最終処

分量の 29.9％に当たる 422千トン/年が中間処理されることなく直接最終処分され

ている（図 16）。 
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注１：県内で発生した産業廃棄物のフローであり、県外での処理を含む。
　 ２：数値は四捨五入のため一致しないことがある。
　 ３：（　　）内は発生量に対する割合である。
　 ４：その他量は保管量等である。

 

図 16 産業廃棄物の処理フロー 
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次に、産業廃棄物量の推移を、昭和 54 年度から５年ごとにみると、発生量は増加

傾向にあるが、最終処分量は減少傾向にある。これは産業廃棄物の資源化量、減量化

量が増加したためである（図 17）。 
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図 17 産業廃棄物の処理・処分状況の推移 

 

本県の産業廃棄物排出量（14,723 千トン/年）は、平成 15 年度の全国の産業廃

棄物排出量（約 412 百万トン/年）の 3.6％に、最終処分量（1,413 千トン/年）は

全国の最終処分量（約 30 百万トン／年）の 4.7％に当たり、製造品出荷額等が全国

の 12.9％であること（表２）からみて、産業活動に比べて排出量や最終処分量は少

ないものとなっている。 

 

 

（２）産業廃棄物の資源化、中間処理の状況 

平成 16 年度の資源化量は 14,732 千トン/年であり、平成 11 年度の 11,630 千

トン/年に比べ 26.7％増加している。種類別に比較すると、鉱さいが 34.8％、がれ

き類が 33.4％、金属くずが 26.6％、汚泥が 74.0％それぞれ増加しており、ばいじ

んが 2.8％、減少などとなっている（図 18）。 
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図 18 産業廃棄物の資源化量 

 

 ア 業種別の資源化、減量化の状況 

平成 16 年度の発生量について主な業種別の資源化、減量化の状況をみると、減量

化率は、農業が発生量の 79.0％で最も高く、次いで電気・ガス・熱供給・水道業が

28.2％となっている。 

平成３年に施行された｢再生資源の利用の促進に関する法律｣により、製造業、建設

業における特定品目について資源化が促進されており、本法は平成 12 年に「資源の

有効な利用の促進に関する法律」（以下、「資源有効利用促進法」という。）に改正さ

れ、その後逐次資源化の対象品目が拡大されるなどで資源化が促進されている。 

資源化率は、建設業が発生量の 86.6％を占め、次いで製造業が 78.6％、電気・

ガス・熱供給・水道業が 59.2％となっている。 

平成 11 年度と比較すると、製造業は資源化率、減量化率ともに増加した結果、最

終処分率は 5.3％と減少している。建設業は減量化率は減少したが、資源化率の増加

により、最終処分率は 8.6％と減少している。電気・ガス・熱供給・水道業は、資源

化率が減少したが、減量化率が増加したため、最終処分率は 12.6％と減少している。 

いずれの業種も、平成 11 年度に比べ最終処分率が大幅に減少している（表４）。 
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表４ 主な業種別の産業廃棄物の処理・処分状況 

単位：千ﾄﾝ

H16 10,518 1,688 (16.0%) 8,264 (78.6%) 5,633 (53.6%) 2,631 (25.0%) 561 (5.3%) 5 (0.1%)

H11 8,619 1,093 (12.7%) 6,588 (76.4%) 3,931 (45.6%) 2,657 (30.8%) 927 (10.8%) 11 (0.1%)

H16 5,312 257 (4.8%) 4,600 (86.6%) 71 (1.3%) 4,528 (85.2%) 455 (8.6%) 0 (0.0%)

H11 4,553 575 (12.6%) 3,348 (73.5%) 102 (2.3%) 3,246 (71.2%) 618 (13.6%) 12 (0.3%)

H16 2,414 1,907 (79.0%) 508 (21.0%) - (-) 508 (21.0%) - (-) 0 (0.0%)

H11 2,464 1,645 (66.8%) 815 (33.0%) - (-) 815 (33.0%) 2 (0.1%) 2 (0.1%)

H16 1,452 410 (28.2%) 859 (59.2%) 141 (9.7%) 718 (49.5%) 183 (12.6%) 0 (0.0%)

H11 1,183 264 (22.3%) 743 (62.8%) 114 (9.6%) 629 (53.2%) 174 (14.7%) 2 (0.2%)

H16 898 181 (20.1%) 501 (55.8%) 27 (3.0%) 475 (52.8%) 213 (23.7%) 3 (0.3%)

H11 395 61 (15.4%) 136 (34.4%) 6 (1.5%) 130 (32.9%) 186 (47.1%) 12 (3.1%)

H16 20,595 4,442 (21.6%) 14,732 (71.5%) 5,872 (28.5%) 8,860 (43.0%) 1,413 (6.9%) 9 (0.0%)

H11 17,214 3,638 (21.1%) 11,630 (67.6%) 4,153 (24.2%) 7,477 (43.4%) 1,907 (11.1%) 39 (0.2%)

注：（　）は発生量に対する割合を示す。

業　　種 その他量
再生利用量有用物量

資源化量

その他

合計

最終処分量減量化量発生量年度

電気・ガス・熱
供給・水道業

製造業

建設業

農業

 

 

イ 種類別の資源化、減量化の状況 

平成 16 年度の発生量に対する減量化・資源化率が高い廃棄物は、動物のふん尿

（100.0％）、金属くず（97.7％）、廃アルカリ（96.2％）、鉱さい（96.1％）、廃

油（95.2％）、汚泥（93.7％）、動植物性残さ（92.9％）、がれき類（92.3％）、廃

酸（92.1％）、紙くず（92.0％）、木くず（88.6％）、ばいじん（88.2％）、ガラス

陶磁器くず（79.1%）等で、全種類では 93.1％となっている（図 19）。 
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   図 19 産業廃棄物の種類別の処理・処分状況（平成 16 年度） 
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   資源化率でみると、金属くず（95.9％）、鉱さい（93.9％）、がれき類（90.2％）

等で高くなっている一方で、廃アルカリ（26.6％）、廃酸（32.9％）、廃油（33.9％）

等は低い状況である。 

 

種類別に処理状況の推移をみると、汚泥は発生量が増加しているが、減量化量も増

加しており、減量化率は平成11年度に46.0％であったが、平成16年度には49.9％

に増加している。 

動物のふん尿は発生量は減少しているが、減量化量は増加しており、減量化率は平

成 11 年度に 66.9％であったものが、平成 16 年度には 79.0％に増加しており、

乾燥、堆肥化等の中間処理が進んできたことを示している。一方、資源化率は平成

11 年度に 33.1％であったが、平成 16 年度には 21.0％に減少している。これは減

量化率が増加したことによるものである。 

がれき類は発生量のほとんどが資源化されており、資源化率は平成 11 年度に

91.1％であったが、平成 16 年度には 90.2％で横ばいである。 

また、鉱さい、金属くず、ばいじんも発生量のほとんどが資源化されており、平成

11 年度から平成 16 年度にかけて資源化率は横ばいである（図 20）。 
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図 20 処理状況の経年変化 
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ウ 中間処理の自社処理、委託処理の状況 

再生利用、減量化のため行う中間処理の実施主体を、排出事業者自らの処理（以

下「自社処理」という。）と処理業者への委託処理に分けると、平成 16 年度の

中間処理量 13,997 千トン/年については、自社処理が 37.0％、委託処理が

63.0％となっている（図 21）。 
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図 21 中間処理の自社処理、委託処理状況（平成 16 年度） 

 

 

エ 再生利用の状況 

平成 16 年度に再生利用された量は 8,860 千トン/年で、その再生利用の用途

は、原料・材料が 46.4％で最も多く、次いで、建設材料が 41.4％、飼料・肥料

が 7.8％、燃料が 2.6％となっている（図 22）。 
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図 22 産業廃棄物の再生利用の用途（平成 16 年度） 
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再生利用率が高いものは、がれき類が 87.8％、ガラス陶磁器くずが 70.2％、木

くずが 68.6％、動植物性残さが 68.4％、ばいじんが 57.5％、廃プラスチックが

48.8％、汚泥が 43.4％となっている。 

逆に、再生利用率が低いものは金属くずが 12.5％、紙くずが 19.4％、動物のふ

ん尿が 21.0％、鉱さいが 24.9％、廃アルカリが 26.3％となっている（図 23）。 
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図 23 産業廃棄物の種類別の再生利用率（平成 16 年度） 
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（３）最終処分の状況 

 ア 種類別の最終処分状況 

平成 16 年度の最終処分量は 1,413 千トン/年であり、平成 11 年度の 1,907 千

トン/年に比べ 25.9％減少している。種類別には、鉱さいが 40.4％、がれき類が

24.1％、金属くずが 58.6％それぞれ増加しており、汚泥が 71.0％、廃プラスチッ

クが 29.0％、燃え殻が 41.7％それぞれ減少している（図 24）。 

図 24 産業廃棄物の最終処分量 

 

最終処分量の内訳は、がれき類が 23.1％、汚泥が 14.0％、廃プラスチック類が

12.8％、ばいじんが 11.2％、鉱さいが 10.9％、特別管理産業廃棄物が 6.0％であ

り、この６種類で全体の 78.0％を占めている（図 25）。 
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図 25 産業廃棄物の種類別の最終処分状況（平成 16 年度） 
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また、種類別の最終処分率の推移をみると、汚泥は平成 11 年度には 25.0％が最

終処分されていたが、平成16年度には6.3％に減少している。ばいじんについては、

平成６年度の 38.5％から平成 11 年度の 11.4%に大幅に下がり、平成 16 年度に

は 11.8％と横ばいとなっている（図 20）。 

 

イ 最終処分の自社処分、委託処分の状況 

平成 16 年度の最終処分量 1,413 千トン/年を、排出事業者自らの処分（以下「自

社処分」という。）と処理業者への委託処分の別をみると、自社処分が 13.5％、委

託処分が 86.5％となっている。 

最終処分は、中間処理に比べて自社処分される比率が低く、処理業者へ委託処分さ

れる比率が高くなっている（図 26）。 

 

自社処分
13.5%

委託処分
86.5%

最終処分量
1,413千ｔ

 

図 26 最終処分の自社処分又は委託処分状況（平成 16 年度） 

 

（４） 県外移出入の状況 

平成 16 年度に県外で処理・処分された産業廃棄物は 1,458 千トンで、平成 11

年度の 1,295 千トンに比べ、13％増加している。その移出状況を東海３県について

みると、岐阜県へ 29％、三重県へ 15％、静岡県へ６％となっている。移出状況を

中間処理と最終処分に分けると、中間処理目的で移出されたものは 1,173 千トン、

最終処分目的で移出されたものは 285 千トンである。 

また、県外から県内に移入され、処理・処分された産業廃棄物は 1,026 千トンで、

平成 11 年度の 1,192 千トンと比べ、14％減少している。その移入状況を東海３県

についてみると、岐阜県から 18％、三重県から 32％、静岡県から 21％となってい

る。移入状況を中間処理と最終処分に分けると、中間処理目的で移入されたものは

920 千トン、最終処分目的で移入されたものは 106 千トンである（図 27,図 28）。 
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中間処理目的の移出入状況（千ﾄﾝ）
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図 27 産業廃棄物の県内外への移出入状況（中間処理目的）（平成 16 年度） 
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図 28 産業廃棄物の県内外への移出入状況（最終処分目的）（平成 16 年度） 
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（５）特別管理産業廃棄物の状況 

平成 16 年度の特別管理産業廃棄物の発生、処理・処分状況は、次のとおりである。 

発生量は 259 千トン/年であり、これを種類別にみると、腐食性廃アルカリが

34.1％、特定有害産業廃棄物の燃え殻・ばいじんが 27.5％、腐食性廃酸が 21.5％、

引火性廃油が 6.5％となっている（図 29）。  
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図 29 特別管理産業廃棄物の種類別発生量（平成 16 年度） 

 

次に、平成 16 年度の県内外への移出入状況をみると、県外への移出量は 117 千

トン/年であり、ほぼ全量が中間処理されている。一方、県内への移入量は 79 千ト

ン/年であり、ほぼ全量が中間処理されている。 
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（６）産業廃棄物処理施設の設置状況 

ア 中間処理施設 

平成17年3月末現在の許可を受けた中間処理施設の設置数は1,083施設であり、

その内訳は汚泥の脱水施設が 442 施設と最も多く、次いで木くず又はがれき類の破

砕施設が 314施設となっており、この２施設で全体の 69.8％を占めている（表５）。 

 

 

表５ 中間処理施設の設置状況（平成 18 年 3 月末現在） 

施設名（処理能力） 件数 処理能力 

脱水施設（10m３/日超えるもの） 442 70,425.8ｍ3/日

乾燥施設（10m３/日超えるもの） 11 2,987.6ｍ3/日

乾燥施設（天日）（100m３/日超えるもの） 3 376.0ｍ3/日

汚泥 

焼却施設（５m３/日超えるもの、200kg/時以

上のもの又は火格子面積２m２以上のもの） 

35

2,016.8ｍ3/日

油水分離施設（10m３/日超えるもの） 14 1,206.0ｍ3/日廃油 

焼却施設（１m３/日超えるもの、200kg/時以

上のもの又は火格子面積２m２以上のもの） 

39

1,291.7ｍ3/日

廃酸又は廃アルカリの中和施設（50m３/日超えるもの） 7 7,350.0ｍ3/日

破砕施設（５t/日超えるもの） 66 5,608.1ｔ/日廃プラス

チック類 焼却施設（100kg/日超えるもの又は火格子面

積２m２以上のもの） 

57

1,537.3ｔ/日

木くず又はがれき類の破砕施設（5ｔ/日を超えるもの） 314 134,007.3ｔ/日

有害物質を含む汚泥のコンクリート固型化施設 3 62.4ｔ/日

汚泥、廃酸、廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解

施設 

5

71.1ｍ3/日

廃 PCB 等又は PCB 処理物の分解施設 3 27.1ｔ/日

PCB 汚染物又は PCB 処理物の洗浄施設又は分離施設 2 103.0ｔ/日

産業廃棄物の焼却施設（200kg/時以上のもの又は火格子

面積２m２以上のもの） 

82

2,453.6ｔ/日
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イ 最終処分場 

平成 18年 3月末現在、設置されている産業廃棄物最終処分場は 121施設であり、

そのうちの 69 施設が管理型処分場、47 施設が安定型処分場、５施設が遮断型処分

場である。 

また、廃棄物処理法施行規則に基づく報告の集計結果によると、平成 16 年度末の

残存容量は 8,591.2 千ｍ３であり、その内訳は、管理型が 7,987.5 千ｍ３、安定型

が 591.1 千ｍ３、遮断型が 12.6 千ｍ３である。 

さらに、残存容量 8,591.2 千ｍ３を平成 16 年度の県内での最終処分量 1,234 千

トン／年（1,413[県内で発生]－285[県外へ埋立]＋106[県外から埋立]）で割った

値（１ｍ３＝１トンとする。）（残余年数）は 7.0 年となっており、平成 15 年度末の

全国平均値 6.1 年と同程度であり、全国の状況と同様に新規許可件数は激減してお

り、民間単独で大規模な最終処分場を確保することは困難な状況となっている（表６、

表７）。 

なお、産業廃棄物の県内における最終処分量及び残存容量等の推移は図 30 のとお

りである。 

 

 

表６ 最終処分場の設置状況（平成 18 年 3 月末現在） 

残存容量の単位：千ｍ３ 

 自社処分場 自社処分場以外 合  計 

愛知県 

全域 

施設数 残存 

容量 

施設数 残存 

容量 

施設数 残存 

容量 

遮断型 1 0.1 4 12.5 5 12.6 

安定型 3 47.6 50 543.5 53 591.1 

管理型 20 2,646.2 55 5,341.3 75 7,987.5 

 

合計 24 2,693.9 109 5,897.3 133 8,591.2 

注１：残存容量については、平成 17 年 3 月末の数値である。 

 ２：法対象規模未満を含む。 

 

表７ 最終処分場の設置件数の推移 

年 度 平成７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 

設置件数 12 7 11 9 0 0 1 0 0 0 0
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図 30 県内最終処分量及び残存容量等の推移 

 

（７）処理業者の許可状況 

平成 18 年 3 月末現在の産業廃棄物処理業者数は延べ 23,185 業者であり、その

内訳は、産業廃棄物の収集・運搬を行う業者が延べ 20,448 業者、産業廃棄物の処

分を行う業者が延べ 849 業者、特別管理産業廃棄物の収集・運搬を行う業者が延べ

1,822 業者、特別管理産業廃棄物の処分を行う業者が延べ 66 業者である（表８）。 

 

表８ 産業廃棄物処理業者数（平成 18 年 3 月末現在） 

県知事 

許可 

名古屋市

長許可 

豊橋市長

許可 

岡崎市長

許可 

豊田市長

許可 

合   

計 

営業の種類 

（％） （％） （％） （％） （％） （％） 

産業廃棄物 

収集・運搬 

5,562 

(83.6) 

3,302 

(88.1) 

1,343 

(84.4) 

5,453 

(90.3) 

4,788 

(93.0) 

20,448 

(88.2) 

産業廃棄物 

処   分 

529 

(7.9) 

98 

(2.6) 

70 

(4.4) 

61 

(1.0) 

91 

(1.8) 

849 

(3.7) 

特別管理産業廃

棄物収集・運搬 

524 

(7.9) 

336 

(9.0) 

173 

(10.9) 

524 

(8.7) 

265 

(5.1) 

1,822 

(7.9) 

特別管理産業廃

棄物処分 

40 

(0.6) 

10 

(0.3) 

6 

(0.4) 

3 

(0.0) 

7 

(0.1) 

66 

(0.3) 

合    計 6,655 3,746 1,592 6,041 5,151 23,185 

(注)同一業者が県知事と市長許可の両方を取得している場合や、複数の営業の種類の許可を取得してい

る場合があるため、合計の業者数は重複がある。 
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（８）再生利用業者の指定状況 

産業廃棄物の収集・運搬、処分を業として行う場合、一般的には都道府県知事（政

令で定める市にあっては市長とする。以下「市長」という。）の許可が必要であるが、

再生利用されることが確実であると都道府県知事（市長）が認めた産業廃棄物のみを

扱う場合は都道府県知事（市長）の指定を受けることにより業を行うことができる。

この再生利用業の指定を受けている業者は、平成 18 年 5 月末現在で 4 業者である

（表９）。 

 

表９ 再生利用業者の指定状況（平成１８年５月末現在） 

業者 種別 取扱品目 再生利用方法 

Ａ 再生活用 
廃プラスチック類（発泡ス

チロールに限る。） 
溶融固化後、二次製品の製造原料として利用

Ｂ 再生活用 
汚泥（キラ及びその類似物

に限る。） 
鉱山跡地整備用材料として利用 

Ｃ 再生活用 汚泥（固化剤を混入） 放水路工事の埋戻材として利用 

Ｄ 再生活用 がれき類 ふ頭岸壁護岸の裏込材として利用 
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（９）監視・指導の状況 

平成 14 年度から平成 17 年度における監視・指導による措置状況は表 11 のとお

りである。平成 17 年度の主な措置状況については、文書による指導が 319 件、業・

施設の取消が 18 件で、次いで多い改善勧告については平成 14 年度に比べ減少し、

文書による指導は増加している（表 10）。 

また、平成 17 年度の主な行政処分の内容をみると、業・施設の取消 18 件のうち

８件は他の自治体で許可取消処分を受けたためで、５件は不法投棄に対するもの、改

善勧告については 14 件のうち８件が産業廃棄物の処理基準違反や保管基準違反に

対するものである（表 11）。最近の不適正処理事例は悪質化・巧妙化する傾向が見

られる。 

 

 

表 10 監視・指導による措置状況 

措置状況（件数） 
区分 

 

年度 

業・施設

の取消 

停止 

命令 

措置 

命令 

改善 

命令 

改善 

勧告 

その他 

文書 

指導 

計 

平成 14 18 0 6 17 22 301 364

平成 15 7 1 0 0 21 235 264

平成 16 23 0 9 4 34 284 354

平成 17 18 2 1 2 14 319 356

 

 

表 11 不適正処理に係る行政処分（平成 17 年度） 

区分 件数 主な内容 件数

業・施設の取消 

 

 

18(18) 

他の自治体で許可取消処分を受けたため 

不法投棄 

委託基準違反 

役員が法（廃掃法以外）違反で刑確定のため 

破産 

許可取消処分の法人役員 

8(8) 

5(5) 

2(2) 

1(1) 

1(1) 

1(1) 

停止命令 2(2) 最終処分場の無許可設置違反 2(2) 

措置命令 1(0) 産業廃棄物の不適正処理 1(0) 

改善命令 
2(2) 産業廃棄物の保管基準違反 

産業廃棄物処理施設の無許可変更違反 

1(1) 

1(1) 

改善勧告 

 

 

14(6) 

産業廃棄物の処理基準違反 

産業廃棄物の保管基準違反 

産業廃棄物処理施設の維持管理基準違反 

管理型最終処分場放流水等のﾀﾞｲｵｷｼﾝ類未測定 

産業廃棄物処理施設設置又は変更許可違反 

不法投棄 

4(1) 

4(1) 

1(0) 

2(2) 

2(1) 

1(0) 

  注：（  ）は産業廃棄物処理業者で内書き。 
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４ 廃棄物の減量化目標の達成状況 

  前計画（平成 14 年度～平成 18 年度）における廃棄物の目標値は表 12 のとお

りとなっており、平成 16 年度の実績値と比較すると次のとおりである。 

 

表 12 愛知県廃棄物処理計画（平成 14 年度～平成 18 年度）における減量化目標 

廃棄物の種類 一般廃棄物 産業廃棄物 

排出量 2,713 千トン（94％） 13,643 千トン（104％） 

再生利用量  607 千トン（67％） 7,810 千トン（104％） 

中間処理による減量 1,737 千トン（90％）  4,383 千トン（120％） 

最終処分量  369 千トン（67％）  1,409 千トン（ 74％） 

注）平成 18 年度目標値を示す。（ ）内は平成 11 年度値に対する割合を示す。 

 

（１）一般廃棄物 

前計画における平成 18 年度の減量化目標の達成見込みをみるため、目標値と

平成 16 年度実績と比較すると、排出量は目標値に達していないが、再生利用量

及び中間処理による減量は目標値に達している。最終処分量は目標値にほぼ達し

ている(図 31)。 

 

図 31 一般廃棄物の減量化目標値と現況の比較 

 

 

（２）産業廃棄物 

前計画における平成 18 年度の減量化目標の達成見込みをみるため、目標値と

平成 16 年度実績と比較すると、排出量は目標値に達していないが、再生利用量

及び中間処理による減量は目標値に達している。最終処分量は目標値にほぼ達し

ている(図 32）。 
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図 32 産業廃棄物の減量化目標値と現況の比較 

（千トン）

7,477
8,860

7,810

3,638

4,442
4,383

1,907
1,409

1,413

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

平成１１年度実績 平成１６年度実績 平成１８年度目標

再生利用量 中間処理による減量 最終処分量

排出量　　　13,061 14.723 13,543



－33－ 

 

５ 廃棄物処理の課題  

 

廃棄物の問題の解決には、循環型社会の形成に向けて廃棄物の減量化・資源化と

廃棄物の適正処理を着実に進めることが必要であり、そのためには以下の課題があ

る。 

 

（１）廃棄物の削減と資源化 

廃棄物処理の問題を根本的に解決するには、廃棄物の排出を極力少なくし、資

源化を推進する必要があり、前計画により３Ｒの推進を始め、廃棄物の減量化、

資源化を促進してきた。その成果として、一般廃棄物、産業廃棄物ともに資源化

量や中間処理による減量が増大し、ひいては最終処分量の減量化目標を達成する

見込みとなっている。今後も引き続き、資源循環を推進することによって、天然

資源の消費を抑制すると同時に環境への負荷ができる限り低減された「循環型社

会」の形成を推進していくことが必要である。それには、県民、事業者等が、そ

の必要性を十分理解し自らの取組を推進するよう意識を高め、また、行動できる

よう支援することが必要である。 

廃棄物を減らすためものの流れの各段階（資源投入から、生産、消費、廃棄）

において、発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）、再生利用（リサイクル）

の３Ｒを実行し、その結果として最終処分量を減らしていくことが必要である。 

一般廃棄物については、分別収集の効率化やリサイクル施設の整備により再資

源化、熱回収の推進や焼却残渣等の資源化が、また、事業系一般廃棄物について

は増加傾向にあるためより一層の減量化が必要である。 

県民においては日常生活において３Ｒの実践的な取組の推進が必要である。 

また、廃棄、処理・処分の段階の取組だけでなく、県民が３Ｒに取り組みやす

い製品作りなどの設計段階・仕入れ段階から環境に配慮した取組が必要である。 

事業者においては、これまでリサイクルが中心に進められており、今後はリサ

イクルとともに、資源循環として優先順位の高い発生抑制（リデュース）や再使

用（リユース）にも重点を置いて取り組む必要がある。資源化率の低い種類の産

業廃棄物についてはその向上を図る必要がある。また、廃棄、処理・処分の段階

の取組だけでなく、資源の投入、生産、販売・購入の段階において廃棄物の発生

を抑制する取組も必要である。 

 

（２）循環ビジネスの促進 

良好な環境の維持と持続的な経済成長の両立を図っていくことが、21 世紀の

大きな課題となっている。そのためには、天然資源の消費が抑制され、環境への

負荷の低減が図られた循環型の社会システムを作っていく必要がある。とりわけ、

モノづくり県である本県においては、廃棄物を原料として、より付加価値の高い

製品を、より環境負荷の低い工程によって生産する先導的な循環ビジネスを創出

し、その普及・拡大を促進していく必要がある。 
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（３）廃棄物の適正処理と監視指導 

廃棄物は、できる限り減量化、資源化を行い、その結果廃棄物となったものに

ついては適正に処理することが必要である。しかし、心ない排出事業者や処理業

者による不法投棄等の不適正処理が後を絶たないことなどから、廃棄物処理に対

する県民の不信感が増大しており、ひいては、廃棄物処理施設の設置等をめぐる

反対運動が生じるなど新たな施設整備が一層困難となっている。 

このため、悪質化、巧妙化する産業廃棄物の不適正処理に対して厳格な措置を

講じる一方で、県民からの信頼回復と廃棄物の適正処理の推進のため、廃棄物の

取扱いに当たって法令を遵守することはもとより、優良事業者の育成が求められ

る。 

また、不法投棄等の不適正処理の未然防止やその早期是正を図るため、監視・

指導体制の充実や産業廃棄物管理票を電子化をするとともに、排出事業者の処理

責任を徹底していく必要がある。 

廃棄物最終処分場については、その確保だけではなく、環境への負荷とならな

いよう、適正な管理はもとより情報提供などによる埋立終了後の跡地利用の安全

確保の取組が必要である。 

 

 

（４）廃棄物処理施設の整備 

発生した廃棄物に対しては処理・処分を行う必要があり、その適正な処理を行

うには環境に配慮した安全で安心な廃棄物処理施設の確保が必要不可欠である。 

産業廃棄物については、排出事業者が自らの責任により適正処理の確保を図る

ことが原則であるが、必要な処理施設を新たに確保することが極めて困難な状況

になっていることから、民間事業者による施設の整備を基本としつつ、産業廃棄

物の適正な処理を確保するために必要と認められる場合は、公共関与により「廃

棄物処理センター制度」を活用した最終処分場などの整備の検討が必要である。 

また、一般廃棄物については、市町村または広域的な市町村圏における施設整

備の推進が必要である。 

さらに、廃棄物の再使用、再生利用を促進し循環型社会の実現に向け、リサイ

クル施設を含めた廃棄物処理施設の整備促進が必要である。 

 

（５）環境教育、情報収集等 

循環型社会の形成や廃棄物処理に対する理解、協力等を促進するため、廃棄物

の資源化や適正処理に関する情報の収集や廃棄物処理状況の把握に努め、それら

の情報を県民や事業者に対して的確に提供する必要がある。また、県民及び事業

者の幅広い自主的な取組を推進するとともに、その協力を得て進めるため、環境

教育、環境学習、広報活動等により知識の普及及び意識の高揚を図ることが必要

である 
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第３章 廃棄物処理の目標 

１ 廃棄物処理の目標 

  廃棄物処理の現状や課題を踏まえ、本計画の目標は次のとおりとする。 

 

 

○ 廃棄物の排出を抑制し、資源化率、再生利用率の向上を図る。 

一般廃棄物については、最終処分量を平成 16 年度に対し 20％を削減し、排出量に

対する再生利用量の割合を 29％以上に、産業廃棄物については、最終処分量を 21％

削減し、排出量に対する再生利用量の割合を 60％以上とする。 

○ 新たな廃棄物の不法投棄事案の発生や長期的な過剰保管をなくすとともに、廃棄物

処理に対する県民の信頼を回復する。 

○ 最終処分場の逼迫を緩和し廃棄物の適正かつ安定的な処理を確保する。 

 

  

 

 

２ 目標値の設定方法 

 

廃棄物の減量化目標を設定するため、一般廃棄物（ごみ）及び産業廃棄物については、

廃棄物排出原単位等が実績のような傾向で推移するとした場合の推計、市町村又は事業

者に対する将来の排出計画のアンケート調査結果を踏まえた推計及び「廃棄物の減量そ

の他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方

針」（改正平成 17 年 5 月 26 日環境省告示第 43 号）（以下「国の基本方針」という。）

に即した平成 22 年度目標を見据えた推計を行い、比較のうえ本計画の数値目標である

減量化目標を設定した。 

なお、廃棄物処理法により定められた国の基本方針は、「ダイオキシン対策推進基本

方針」（平成 11 年 3 月ダイオキシン対策関係閣僚会議決定）に基づき、平成 11 年 9

月に設定した「廃棄物の減量化の目標量」の考え方を踏まえ、現状を平成 9 年度、目

標年度を平成 22 年度とし、最終処分量をおおむね半分に削減することなどを目標とし

ている。 

（参考）国の基本方針に記載されている廃棄物の減量化の目標 

 一般廃棄物の減量化の目標量 産業廃棄物の減量化の目標量 

排出量 約 93％に削減する 増加を約 12％に抑制する 

再生利用量 約 2 倍に増加させる 約 1.3 倍に増加させる 

最終処分量 約 53％に削減する 約 45％に削減する 

注:一般廃棄物、産業廃棄物とも平成 9 年度に対する平成 22 年度の数値 

出典:廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた 

めの基本的な方針」（改正平成 17 年 5 月 26 日環境省告示第 43 号）の参考から作成 
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（１）一般廃棄物 

ア 現状で推移した場合の推計 

一人一日当たりの排出量原単位の推移が将来も続くとし、本県の新しい政策の指

針（平成 18 年 3 月）に基づく上限の将来人口の延びを考慮して、原単位×人口に

より一般廃棄物の将来値を推計した（表 13）。 

目標年度である平成 23 年度における排出量は、3,115 千トンで、平成 16 年度

実績の約 6％増となり、このうち再生利用量が 670 千トン、減量化量が 2,050 千

トン、最終処分量が 395 千トンで平成 16 年度実績の約 107％（７％増）と推計

された。 

 

表 13 一般廃棄物の推移（現状推移） 

(単位 千トン)  

年 度 排出量 再生利用量 中間処理による減量 最終処分量 

平成 16 年度 2,926 100% 616 100% 1,939 100% 371 100%

平成 23 年度 3,115 106% 670 109% 2,050 106% 395 107%

（注）1:排出量等の割合は平成 16 年度を 100 とした場合のもの 
2:排出量には集団回収を含む 
3:四捨五入により合計値が合わない場合がある 

 

イ 市町村計画を踏まえた推計 

市町村における処理の計画や見通しを反映させるため市町村に対する将来計画調

査結果を踏まえるとともに、排出量原単位の減少を想定して推計した（表 14）。 

平成 23 年度における排出量は、2,899 千トンで、平成 16 年度実績の約１％減

となり、このうち再生利用量が 853 千トン、減量化量が 1,752 千トン、最終処分

量が 295 千トンで平成 16 年度実績の約 80％（20％減）と推計された。 

 

表 14 一般廃棄物の推移（市町村計画） 

(単位 千トン)  

年 度 排出量 再生利用量 中間処理による減量 最終処分量 

平成 16 年度 2,926 100% 616 100% 1,939 100% 371 100%

平成 23 年度 2,899  99% 853 138% 1,752  90% 295  80%

（注）1:排出量等の割合は平成 16 年度を 100 とした場合のもの 
2:排出量には集団回収を含む 
3:四捨五入により合計値が合わない場合がある 

 

ウ 国の基本方針に即した推計 

国の基本方針に即した平成 22 年度の目標値を達成するものとし、その傾向が 23

年度まで伸びるとして減量化状況を試算した（表 15）。 

平成 23 年度における排出量は、2,629 千トンで、平成 16 年度実績の約 10％減

となり、このうち再生利用量が 630 千トン、減量化量が 1,680 千トン、最終処分

量が 318 千トンで平成 16 年度実績の約 86％（14％減）と推計された。 
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表 15 一般廃棄物の推計（国の基本方針に即した推計） 

(単位 千トン)  

年 度 排出量 再生利用量 中間処理による減量 最終処分量 

平成 16 年度 2,926 100% 616 100% 1,939 100% 371 100%

(平成 22年度) 2,677 91% 642 104% 1,711 88% 324 87% 

平成 23 年度 2,629 90% 630 102% 1,680 87% 318 86% 

（注）1:排出量等の割合は平成 16 年度を 100 とした場合のもの 
2:排出量には集団回収を含む 
3:四捨五入により合計値が合わない場合がある 

 

 

エ 一般廃棄物の減量化目標の設定 

計画目標年度である平成 23 年度の推計結果を比較すると、排出量及び最終処分量

については、市町村計画を踏まえた推計及び国の基本方針に即した推計が減少、他の

推計では増加となっている。 

このため、最終処分量を減らすことを基本に、再生利用量の増加を目指すものとし、

本計画の一般廃棄物の減量化目標としては、市町村計画を踏まえた推計を採用する。 

平成 23 年度の減量化目標は、最終処分量を平成 16 年度に対して 20％削減、排

出量に対する再生利用量の割合を 29％以上とする。 

 

（千ﾄﾝ）
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図 33 一般廃棄物の減量化目標 

 

 



－38－ 

 

（２）産業廃棄物 

ア 現状で推移した場合の推計 

活動量指標の推移が将来も続くとし、活動量当たりの原単位は現状維持として活動

量指標×原単位により産業廃棄物の将来値を推計した（表 16）。 

目標年度である平成 23 年度における排出量は、13,794 千トンで、平成 16 年度

実績の約 6％減となり、このうち再生利用量が 8,134 千トン、減量化量が 4,320

千トン、最終処分量が 1,332 千トンで、平成 16 年度実績の約 94％（6％減）と推

計された。 

 

表 16 産業廃棄物の推計（現状推移） 

(単位 千トン)  

年 度 排出量 再生利用量 中間処理による減量 最終処分量 

平成 16 年度 14,723 100% 8,860 100% 4,442 100% 1,413 100%

平成 23 年度 13,794  94% 8,134  92% 4,320  97% 1,332  94%

（注）1:排出量等の割合は平成 16 年度を 100 とした場合のもの 
2:その他量（保管量）は少量のため記載を省略した 

 

 

イ 事業者計画を踏まえた推計 

事業者に対しての将来計画のアンケート調査結果をもとに推計した（表 17）。 

目標年度である平成 23 年度における排出量は、14,307 千トンで、平成 16 年度

実績の約 3％減となり、このうち再生利用量が 8,610 千トン、減量化量が 4,433

千トン、最終処分量が 1,255 千トンで平成 16 年度実績の約 89％（11％減）と推

計された。 

 

表 17 産業廃棄物の推計（事業者計画） 

(単位 千トン)  

年 度 排出量 再生利用量 中間処理による減量 最終処分量 

平成 16 年度 14,723 100% 8,860 100% 4,442 100% 1,413 100%

平成 23 年度 14,307  97% 8,610  97% 4,433  100% 1,255  89%

（注）1:排出量等の割合は平成 16 年度を 100 とした場合のもの 
2:その他量（保管量）は少量のため記載を省略した 

 

 

ウ 国の基本方針に即した推計 

国の基本方針に即した平成 22 年度の目標値を達成するものとし、その傾向が 23

年度まで伸びるとして減量化状況を試算した（表 18）。 

平成 23 年度における排出量は、13,850 千トンで、平成 16 年度実績の約 6％減

となり、このうち再生利用量が 8,338 千トン、減量化量が 4,389 千トン、最終処

分量が 1,115 千トンで平成 16 年度実績の約 79％（21％減）と推計された。 
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表 18 産業廃棄物の推計（国の方針に即した推計） 

(単位 千トン)  

年 度 排出量 再生利用量 中間処理による減量 最終処分量 

平成 16 年度 14,723 100% 8,860 100% 4,442 100% 1,413 100%

(平成 22年度) 13,975  95% 8,413  95% 4,428 100% 1,125 80%

平成 23 年度 13,850  94% 8,338  94% 4,389  99% 1,115  79%

（注）1:排出量等の割合は平成 16 年度を 100 とした場合のもの 
2:その他量（保管量）は少量のため記載を省略した 

 

 

エ 産業廃棄物の減量化目標の設定 

計画目標年度の平成 23 年度の推計結果を比較すると、排出量、最終処分量ともに

いずれの推計も現状に比べて減少している。最終処分量は、その中でも国の方針に即

した推計値が最も小さくなっている。 

このため、最終処分量を減らすことを基本に、前計画の減量化目標との継続性を考

慮し、本計画の産業廃棄物の減量化目標としては、国の方針に即した推計結果を採用

する。 

平成 23 年度の減量化目標は、最終処分量を平成 16 年度に対して 21％削減、排

出量に対する再生利用量の割合を 60％以上とする。 
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図 34 産業廃棄物の減量化目標 
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第４章 施策の展開 

１ 施策の方針 

 

  廃棄物処理の問題は、日常生活や経済活動から発生する廃棄物による環境への負

荷が著しくなったことから生じているもので、その解決には環境への負荷の少ない

ライフスタイルや経済活動のあり方へとシフトしていくことが必要である。そして、

天然資源の消費の少ない持続可能で、環境への負荷の低減された循環型の社会を地

域から形成していくことが求められる。また、それでも排出される廃棄物について

は、適正な処理を行い、不法投棄等の不適正処理の防止の推進を図る必要がある。 

  このため、本計画では次の方針により施策を推進する。 

 

○ 廃棄物の発生抑制、資源循環の推進 

   循環型の社会の実現に向けて、県民、事業者、市町村等と協力、連携して効果

的で総合的な取組を進めるとともに、県民、事業者の自主的な発生抑制、循環的

な利用を促進する。産業廃棄物税の導入による最終処分量の低減効果を把握しつ

つ、その活用により廃棄物の減量化・資源化、不適正処理の防止等を推進する。 

○ 循環ビジネスの推進 

愛知万博の成果を継承・発展させ、資源循環を支えるため、新しい循環ビジネ

スの創出や循環ビジネスの事業化など総合的な取組を推進する。 

○ 適正処理の推進 

   不適正な処理を防止し、安全で安心できる廃棄物処理を確保するため、廃棄物

処理法の厳正な運用を図るとともに、不適正処理を許さない地域づくりをめざし

県民、事業者、市町村、警察等と連携、協力して不法投棄の未然防止対策を進め

る。不法投棄された廃棄物や過剰保管されている廃棄物については早期撤去を促

進する。 

○ 廃棄物処理施設の整備の促進 

   廃棄物の発生量を零とすることは困難なため、排出された廃棄物を適正に処理、

処分するための施設の整備の促進を図る。特に、最終処分場については、立地の

ための適地が減少し、産業廃棄物処理への不信から民間による整備が困難な状況

にあることから、公共関与による施設の整備、運営を促進する。 

○ 環境教育、情報提供等 

   循環型社会の形成や３Ｒの推進に向けた学校や家庭、地域における環境教育、

啓発活動を支援し情報提供等を推進する。 
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２ 施策の体系 

廃棄物処理の現状、課題及び減量化の目標を踏まえ、循環型社会の形成による廃

棄物の発生抑制・資源化・減量化と適正な処理を旨とする安全で安心な廃棄物の少

ない環境づくりの推進を目指し、次の体系図のように諸施策を展開する。 

 

 

‘
循
環
型
社
会
の
達
成
は
３
Ｒ
の
行
動
か
ら
’

(5)県等の率先的取組の推進

(5)排出事業者責任の徹底

(7)優良な産業廃棄物処理業者の育成

(1)廃棄物の適正処理の指導

(2)特別管理産業廃棄物の適正処理

適正処理と監視指導の徹底

(3)廃棄物処理施設の信頼性と安全性の確保

(4)不適正処理の未然防止

廃棄物処理施設の整備の促進

環境教育、情報収集の推進

○ 廃棄物の排出
を抑制し、資源
化率、再生利用
率の向上を図
る。
    一般廃棄物に
ついては、最終
処分量を平成16
年度に対し20％
を削減し、排出
量に対する再生
利用量の割合を
29％以上に、産
業廃棄物につい
ては、最終処分
量を21％削減
し、排出量に対
する再生利用量
の割合を60％以
上とする。

○ 新たな廃棄物
の不法投棄事案
の発生や長期的
な過剰保管をな
くすとともに、
廃棄物に対する
県民の信頼を回
復すること。

○最終処分場の
逼迫を緩和し廃
棄物の適正かつ
安定的な処理を
確保すること。

資源循環の促進

循環ビジネスの促進

(6)関係機関との連携

(8)環境犯罪を許さない気運の醸成

(3)廃棄物処理状況の把握

(1)環境教育及び普及啓発

(1)環境に配慮した廃棄物処理施設の整備の促進

(2)広域的な最終処分場の整備

(2)資源化情報、適正処理情報等の収集

(1)新しい循環ビジネスの創出と事業化促進

(2)資源循環を促進するための環境づくり

(1)県民の３Ｒの促進

(2)事業者による３Ｒの取組の促進

(4)市町村の取組の促進

(3)各種リサイクル法の推進

施策１

施策２

施策３

施策５

施策４
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３ 具体的施策 

施策１ 資源循環の促進 

（１）県民の３ Ｒ
スリーアール

の促進 

① 廃棄物は排出者が責任をもって処理することが必要である。このため、県民は

使い捨て商品の購入は避け、長期間使える環境に配慮した製品や修理等ができる

製品を選択するなど、県民が商品の購入、使用に当たり、自ら排出する一般廃棄

物の排出抑制に取り組むよう啓発に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 市町村が実施する分別収集や集団回収などの適正な資源循環の取組への協力や、

家電リサイクル法に基づく特定廃家電製品の小売業者等への引渡し、建設リサイ

クル法に基づく建築物の分別解体工事等の実施を促進する。 

③ 市町村や関係団体と連携し買い物バッグを持参するマイバッグキャンペーンを

展開するとともに、レジ袋の有料化など容器包装の発生抑制に係る事業者の取組

を促進する。 

④ 「ごみゼロ社会推進あいち県民会議」

の事務局として大会、研修会等を開催す

ることにより広く啓発を行うとともに、

生ごみの資源化、ごみ処理の有料化など

の課題について検討を行う。 

⑤ リサイクル製品や廃棄物の少ない製

品などグリーン購入を促進する。 

 

 

 

（２）事業者による３ Ｒ
スリーアール

の取組の促進 

① 多量排出事業者による産業廃棄物処理計画の策定や毎年度の報告を通じて３Ｒ

の推進など減量化の取組を指導する。 

「３Ｒ」（ｽﾘｰ･ｱｰﾙ） 

３Ｒは廃棄物の発生抑制（Reduce）、再使用（Reuse）、再生利用（Recycle）

の３つのＲを意味している。 

１ 廃棄物の発生抑制（Reduce） 

「ごみを出さない」、つまりごみの発生、排出抑制をすることである。

３つのＲの中で最も効果的で重要である。 

２ 再使用（Reuse） 

製品や部品の再利用、つまり使えるものは繰り返し使うことである。

３ 再生利用（Recycle） 

再び資源として利用することである。 

   （参考）上記の行動のほかに Refuse（不要な物は断る）、Reconvert to 

energy（熱回収）、Right disposal（適正に処分）,Repair（修理）な

どを含めて「４R」、「５R」などとする例もあるが、本県では資源循環

の取組用語として３R を使用している。 

「ごみゼロ社会推進あいち県民会議」 

   住民、事業者、行政が相互に連携し

ながら、一体となってごみゼロ社会の

形成を推進することにより、公衆衛生、

環境の保全、資源の有効利用を促進す

るために平成５年に設立された。事業

者団体、消費者団体、婦人団体、県内

市町村等 124 団体で構成されており、

容器リサイクル、マイバッグ・キャン

ペーン、グリーン購入、不法投棄・散

乱ごみ対策の４部会がそれぞれの活動

を実施している。 
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② 事業者による次の自主的取組を促進するための啓発、情報提供等に努める。 

・ 事業活動全般にわたり環境保全への取組を効率的に進めるための組織内の体

制、手続き、審査等を定めた「環境マネジメントシステム」や「エコアクショ

ン２１」の導入 

・ 生産工程の変更などによる廃棄物の発生抑制や、製造、加工及び販売段階で

の分別の徹底等による減量化・資源化や廃棄物の発生が少ないリサイクルが容

易な製品作りの取組 

・ 減容化の推進などによる最終処分場の延命化策の検討及び単なる焼却による

減容化からサーマルリサイクルへの転換等 

・ 資源投入から廃棄物処分までの物質フローも踏まえた効果的な廃棄物の発生

抑制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 産業廃棄物税の導入による効果を把握しつつ、産業廃棄物の最終処分量の低減

を促進するとともに、その活用により廃棄物の減量化・資源化、不適正処理の防

止等を推進する。 

④ 市町村と連携して事業系一般廃棄物の発生抑制等を指導する。 

⑤ 環境保全型農業を推進し、家畜排泄物の堆肥化等を促進する。 

⑥ 排出事業者、処理業者及び市町村に対して、「愛知県廃棄物処理計画」の周知や

廃棄物の適正処理や減量化・資源化に関するパンフレットの配布などにより廃棄

物処理に対する意識高揚を図る。 

 

（３）各種リサイクル法の推進 

   資源リサイクルを目的とした次の各種リサイクル法による資源循環の促進を図

るとともに、新たに制度化された自動車リサイクル法（正式名「使用済み自動車

の再資源化等に関する法律」）の普及促進を図る。 

「物質フロー」 

   投入、蓄積、循環、移出、廃棄などの物の流れのことで、それぞれを

量的に表すことで、資源循環の課題を明らかにすることができる。 

（例）県内全産業の物質フロー 
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① 容器包装リサイクル法については、「愛知県分別収集促進計画」に基づき市町村

と連携してその普及、浸透を図るとともに、分別収集の推進を支援する。 

② 家電リサイクル法については、対象品目やリサイクルシステムに関して普及・

啓発に努める。 

③ 食品リサイクル法に基づく飲食業や食品製造業などの事業者に対して食品廃棄

物の発生抑制、堆肥化など再生利用促進のため周知を図るとともに、食品廃棄物

の資源化等について検討を行う。 

④ 建設リサイクル法（正式名「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」）

及び「あいち建設リサイクル指針」に基づく分別解体、再資源化の普及啓発を行

うとともに、関係機関の連携による建設工事現場のパトロールの実施などにより

その促進に努める。また、再資源化等施設に関する情報の提供を行う。 

⑤ 資源有効利用促進法に基づき指定されているパソコン及び小形二次電池につい

て製造等事業者による自主回収など再資源化を促進する。 

⑥ 自動車リサイクル法に関しては、リサイクル料金の支払い預託の仕組みの周知

などにより実施を促進するとともに、解体業者等への監視・指導を行う。 

⑦ 産業廃棄物処理業者に対する講習会を通じて各種リサイクル法の周知に努める。 

 

（４）市町村の取組の促進 

① 「一般廃棄物処理計画」に基づく一般廃棄物の分別収集や計画的な収集、処分

を実施して、資源回収などによるごみ排出量の削減、再生利用等による適正な循

環的利用が推進されるよう支援する。 

② 市町村の次の取組を促進するため、啓発、情報提供、技術的支援等を行う。 

・ 最終処分量を削減するための溶融処理導入 

・ 不用品の交換制度の導入、リサイクルプラザの建設等、再使用、再生利用の

推進施策 

・ 公共工事に伴い発生する建設系廃棄物などのリサイクルや環境物品調達の取

組の率先 

 

 

 

 

 

③ ごみの排出抑制のためゴミ処理コストの分析を行うなどごみ処理の有料化等の

経済的手法について検討する。 

④ 浄化槽の合併処理化を促進するとともに、汚泥再生処理施設整備による堆肥化

等の資源化を促進する。 

 

（５）県等の率先的取組の推進 

① 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（以下「グリーン購入法」

「リサイクルプラザ」 

   廃棄物を回収し、資源化する事業のほか、不用品の補修、再

生、再生品の展示・保管などの事業を行う施設のこと。現在県

内に９施設整備されている。 



－45－ 

という。）を受け「愛知県環境物品等の調達の推進を図るための基本指針」に基づ

き、環境物品の率先的な調達に取り組む。 

② 県の事業においては、「愛知県リサイクル資材評価制度（あいくる）」の運用に

より、リサイクル資材の率先利用を推進する。また、建設資材が廃棄物となった

アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊及び建設発生木材については「あ

いち建設リサイクル指針」により再資源化を推進する。 

③ 環境保全上の安全性などの条件や公共工事の建設資材などへの活用の方法につ

いて県がまとめた「再生利用促進指針」に基づき、率先して資源化や再生材使用

の拡大を図る。 

 

施策２ 循環ビジネスの促進 

（１）新しい循環ビジネスの創出と事業化促進 

「あいち資源循環推進センター」を拠点とし、産学行政の連携によって、モノ

づくり県である本県の産業技術を活かした、先導的で効果的な循環ビジネスの創

出と事業化促進に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

① 民間からの派遣を受けた「循環ビジネスコーディネーター」による技術相談を

実施する。 

② 「循環ビジネス創出会議」における、産学行政協働によるリサイクル技術開発

や事業モデルの検討を行う。 

③ リサイクル技術の事業化を検討する

事業（事業化可能性検討）や先導的で

効果的なリサイクル施設の整備（リサ

イクル施設整備）に対する補助を行う。 

 

 

④ 「愛知環境賞」の実施によって、企業、団体による３Ｒなど環境負荷低減に向

けた、優れた技術・事業・活動などを表彰するとともに、広く社会に紹介する

ことによって資源循環の機運の高揚を図る。 

 

 

 

 

 

 

「あいち資源循環推進センター」 

○ 設置 平成 18 年 5 月 11 日 

○ 概要 

循環型社会づくりに向けた、産学行政の協働拠点 

・ 「循環ビジネス創出コーディネーター」による技術相談や支援 

・ 先導的なリサイクル製品などの展示 

「循環型社会形成事業費補助金」 

平成 18 年度、県単独事業として次の

事業を対象に創設。産業廃棄物税を活用

し、先導的で効果的な循環ビジネスの創

出と事業化促進を推進。 

・ 事業化検討事業 

・ リサイクル施設整備事業 

「愛知環境賞」 

○ 趣旨 

愛知万博の開幕を期し、2005 年 3 月に創設。 

企業や団体による、資源循環や環境負荷低減に関する優

れた技術・事業・活動に対して表彰 

○ 実施方法 

毎年 1 回、事例を公募 
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⑤  愛知万博の成果を継承・発展させるため、廃棄物をリサイクルするのみなら

ず、エネルギー活用をも図ることによって、資源の地域内循環を実現する「あ

いちゼロエミッション・コミュニティ構想」を、産学行政の協働によって策定

し、その実現を図る。 

 

 

 

 

 

 

（２）資源循環を促進するための環境づくり 

① 優れたリサイクル製品や技術の紹介を行うなど、リサイクル製品の販路拡大を

支援する。 

② 資源循環情報システムにより物質フローや廃棄物の受入業者、排出業者の情報、

リサイクル事業の状況等に関する情報提供を行う。 

③ 利用可能な廃棄物の交換を促進するため「産業廃棄物広域交換制度」の周知、

啓発に努めるとともに、産業廃棄物広域交換情報を提供する。 

 

 

 

 

 

④ 再生利用業の個別指定制度、認定制度及び登録制度を利用した再生利用の促進

に努める。 

⑤ 減量化・資源化施設導入に対する融資制度（環境問題対応資金融資制度、公害

防除施設整備融資制度等）の周知に努める。 

⑥ 「あいちエコタウンプラン」を推進し民間事業者を主体とした先導的なリサイ

クル基盤整備を促進する。 

 

施策３ 適正処理と監視指導の徹底 

（１）廃棄物の適正処理の指導 

① 排出事業者及び処理業者に対して、法令

の遵守はもとより、地域環境に配慮した廃

棄物の処理と減量化の指導を徹底する。 

② 適正な処理を行うための管理体制の整備
を含めた「多量排出事業者」の産業廃棄物

処理計画の策定及び毎年度の報告の遵守

を指導する。 

 

「多量排出事業者」 

   前年度の産業廃棄物の発生量が年

間 1,000 トン以上又は特別管理産

業廃棄物の発生量が 50 トン以上の

事業所の事業者で、事業概要、廃棄

物処理の体制、排出・分別・再生利

用に関する事項などを記載した計画

を作成し毎年度知事に報告すること

が義務付けられている。 

「あいちゼロエミッション・コミュニティ構想」 

愛知万博の会場内で実験された、廃棄物のリサイクルとエネルギー活用

を効率的に組み合わせた、ゼロエミッションへの取組の成果を継承し、県

内での実現を図るための構想を産学行政の協働によって、平成 20 年度ま

でに策定。 

「産業廃棄物広域交換制度」 

   産業廃棄物の有効利用促進のため、産業廃棄物を提供したい者と引き受

けたい者との間で、インターネットのホームページにより交換情報を仲立

ちする制度で、対象者は県内外を問わない。 
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③ 排出事業者が委託により処理を行う場合は、産業廃棄物が適正に処理されるよう
産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」という。）の使用の徹底や適正な処理

コストの負担などを指導するとともに、各業界団体を通じて適正な処理や委託の

徹底を要請する。 

④ 処理を委託した産業廃棄物については、

法令に基づき、発生から最終処分までの一

連の処理が適正に行われるようマニフェス

トによる確認の徹底や現地調査による確認

の実施を指導する。また、産業廃棄物処理

業者に委託しようとするときは条例に基づ

き当該処理業者の能力を確認するよう指導

する。 

⑤ 産業廃棄物の保管量等の基準を定めた「産業廃棄物の保管に関する基準」に基

づき、過剰保管等の防止を図る。 

⑥ 悪質な法令違反者に対しては、改善命令や措置命令を行うなど厳正に対処し、

早期是正と不適正な処理の再発防止に努める。 

 ⑦ マニフェストシステムの透明性を図り、不適正処理の防止、廃棄物の的確な管

理を図るためマニフェストの電子化を促進する。 

 

（２）特別管理産業廃棄物の適正処理 

① 感染性廃棄物については、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュア

ル」（平成 16 年 3 月改訂 感染性廃棄物処理対策検討会）の周知徹底を図ると

ともに、処理状況の確認指導を行う。 

② 特別管理産業廃棄物に該当するアスベスト廃棄物については、適正に処理され

るよう産業廃棄物処理業者に対する指導を徹底するとともに、特別管理産業廃棄

物に該当しない非飛散性アスベスト廃棄物については、「非飛散性アスベスト廃棄

物の取扱いに関する技術指針」（平成 17 年 3 月 有害物質含有等製品の適正処

理検討会）に基づいて排出事業者や処理業者の指導を徹底する。 

③ ポリ塩化ビフェニル廃棄物（以下「ＰＣＢ廃棄物」という。）については、「愛

知県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」（平成 16 年 12 月）に基づき、その保

管と処分を行うため、ＰＣＢ廃棄物の保管事業者に対しては「ポリ塩化ビフェニ

ル廃棄物の適正な処理に関する特別措置法」（以下「ＰＣＢ廃棄物特別措置法」と

いう。）に基づく保管状況の届出等により適正な保管管理の徹底を指導するととも

に、県内で保管されているＰＣＢ廃棄物の確実かつ適正な処理を計画的に推進す

る。 

 

 

 

 

 

「愛知県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」 

県内におけるＰＣＢ廃棄物を適正に保管し確実かつ適正な処理

を計画的に推進するための計画。 

○ 計画期間 平成 16 年 12 月から平成 28 年 7 月まで 

○ 内容・ ＰＣＢ廃棄物の保管量の現状等 

・ ＰＣＢ廃棄物の確実かつ適正な処理の体制 

・ PCB 廃棄物の確実かつ適正な処理の推進 

「マニフェスト」 

   産業廃棄物の流れを自ら把握、管

理するためのもので、産業廃棄物の

運搬または処分を他人に委託する際

に交付する管理票で、廃棄物の種類、

数量、又は処分を受託したものの名

称等を記載する。 
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（３）廃棄物処理施設の信頼性と安全性の確保 

① 最終処分場等の設置に当たっては、条例等に基づき、施設整備の内容を十分周

知するための地域住民に対する説明会の開催や、隣地の承諾を得ることを指導す

る。 

② 廃棄物処理施設の設置及び処理業の許可にあたっては、長期にわたる廃棄物の

違法な放置が生じることのないよう、放置廃棄物の撤去に要する事業者の資力を

十分考慮する。 

③ 県外から産業廃棄物を搬入する場合は条例に基づき事前届出を指導するととも

に、環境保全上の支障のおそれがある場合には搬入中止勧告等の措置を講じる。 

④ 廃棄物処理施設の信頼性等を確保するため、設置者自らによる定期検査の徹底

と維持管理状況に関する閲覧簿の備え付けの遵守を指導するとともに、行政によ

る立入検査を行う。 

⑤ 民間最終処分場の埋立終了後の浸出液の処理等の維持管理については、設置者

に対し維持管理積立金制度の活用による適正な管理を指導する。 

⑥ 埋立終了後の民間最終処分場跡地の利用者に対する情報提供のため、構造や埋

立廃棄物の種類等を明確にした台帳の整備を行う。 

⑦ 産業廃棄物処理施設の操業状況や自主検査の結果等の自主的な情報公開を促進

し信頼性の向上を図る。 

 

（４）不適正処理の未然防止 

① 不法投棄、過剰保管等の不適正処理の未然防止及び迅速適正な対応に向け、本

庁及び事務所に「不法投棄等監視特別機動班」を設置し、定期的、計画的な監視

パトロールを実施する。また、廃棄物処理に関わる部局間の連携を密にし、それ

ぞれの権限に基づく監視・指導を徹底する。 

 

 

 

 

 

② 県、国、政令市、名古屋海上保安本部、社団法人愛知県産業廃棄物協会、社団

法人愛知県建設業協会等により構成する「愛知県産業廃棄物不法処理防止連絡協

議会」及び、地方機関、市町村等により構成する「地域産業廃棄物不法処理防止

連絡協議会」の活用により、関係機関が連携一体となって不適正処理の未然防止

及び不適正処理事案に対する迅速かつ的確な対応に努める。 

③ 県事務所に警察官経験者を配備して監視指導の強化を図るとともに、職員によ

る監視だけでなく、監視が手薄になりがちな夜間における監視業務を民間の警備

会社に委託し監視の強化を図る。 

 

 

「不法投棄等監視特別機動班」 

  県事務所に 11 班、本庁に１班の計 12 班を設置し、次の業務を行う。 

・ 不法投棄等の未然防止に向けた管内の計画的なパトロール 

・ 過剰保管場所の適正化に向けて監視や指導 

・ 苦情や立入検査等により発見した不適正事案に対する監視や指導 
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④ 地域環境保全委員の協力や不法投

棄情報の通報体制の周知により、不

適正処理事案の情報収集や早期発見

に努めるとともに、野焼きや過剰保

管に対して一斉立入指導や市町村と

連携してパトロールを行うなど監

視・指導を強化する。 

 

 

⑤ 県警察本部と協力連携して不適正な処理に対する監視・指導に努め、監視等を

通じ得られた状況に応じて各組織の構成団体の見直しを図る。 

⑥ 不適正処理の広域化に対処するため、地方機関との情報連絡、隣接県等との情

報交換や協議・協力体制の充実に努める。 

⑦ 土地の所有者等は、産業廃棄物の不適正な処理が行われないよう、当該土地の

適正な管理に努めるとともに、生活環境の保全上の支障の除去のための措置に協

力するよう指導する。 

 

（５）排出事業者責任の徹底 

① 廃棄物の排出事業者は、自ら適正に処理する責任があるため、処理を委託した

処理業者による不法投棄など不適正処理事案については、排出事業者の処理責任

を明らかにして、原状回復責任を負う排出事業者責任の周知徹底を図る。 

② 排出事業者が処理を委託した産業廃棄物が不適正に処理された場合は、その排

出事業者により速やかに適正に処理されるよう必要な措置を講ずるとともに、不

適正処理の状況及び講じた措置を届出るよう指導する。 

 

（６）関係機関との連携 

① 県の事業主体である部局、事業の発注部局、事業に対する指導・監督部局、廃

棄物処理の指導・監督部局等関係部局間の連携を図り、それぞれの立場から対策

を講じ、不法投棄、野焼き、過剰保管等の不適正処理の未然防止と早期是正を図

る。 

② 市町村等関係機関と連携して廃棄物の不適正処理への対応を強化するとともに、

不法投棄については、原因者のみならず関係者の責任ある対応を指導する。 

③ 県全体として一定水準の処理を確保するため、政令市と産業廃棄物の処理に関

する情報交換や連携協力を図る。 

④ 行政や産業界により構成する「適正処理推進会議」により、適正処理に関する

各種施策の総合的かつ計画的な推進について検討する。 

 

 

 

「地域環境保全委員」 

地域における環境の状況の把握及びその

保全に関する活動の推進等のため、愛知県環

境基本条例第 19 条に基づき設置されたも

の、全市町村の合計 345 名配置 

・ 地域の環境の状況の調査・報告 

・ 県の環境保全施策への協力 

・ 環境保全の自主的活動の推進 

・ 地域環境保全連絡会議等への出席 
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（７）優良な産業廃棄物処理業者の育成 

① 産業廃棄物処理業者に対する講習会などにより適正処理への理解と徹底を図る。 

② 「産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度」（平成 17 年 4 月）の

活用により優良事業者の育成を促進する。 

 

（８）環境犯罪を許さない気運の醸成 

① 市町村、関係機関・団体等と連携し、各種広報啓発活動により、排出事業者の

遵法意識やモラルを高めるとともに、広く県民の間に環境犯罪を許さない気運を

醸成する。 

 

 

施策４ 廃棄物処理施設の整備の促進 

（１）環境に配慮した廃棄物処理施設の整備の促進 

① 一般廃棄物の処理については、市町村が定めた「一般廃棄物処理計画」に従っ

て単独または広域的に中間処理施設及び最終処分場を確保するものであり、その

確保にあたり地域の社会的、地理的条件を踏まえた適正な施設の整備を促進する。 

② 一般廃棄物の焼却処理に対しては、ダイオキシン類発生抑制やサーマルリサイ

クル促進等の観点から、一定規模以上の焼却能力を有するブロック単位の処理を

目指す「愛知県ごみ焼却処理広域化計画」に基づき、市町村合併の進展によって

はその地域割りを見直しつつ、焼却処理の広域化を推進する。 

③ 一般廃棄物の処理施設を計画的に整備できるよう循環型社会形成推進交付金制

度や循環型社会形成推進費補助金、廃棄物処理施設設置費補助金等の活用の促進

を図る。 

④ し尿処理については、「全県域汚水適正処理構想」と整合を図りながら、衛生的

な処理を確保するため、適正な処理施設の整備を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 産業廃棄物については、事業者処理責任の原則のもと、廃棄物処理施設の信頼

性と安全性を確保するため、「愛知県産業廃棄物適正処理指導要綱」に基づき、排

出事業者及び処理業者による地域環境に配慮した施設整備を促進する。 

⑥ 財団法人産業廃棄物処理事業振興財団が行う「産業廃棄物処理事業に必要な資

金の借入に係る債務保証制度」や日本政策投資銀行、愛知県等が行う融資制度の

周知に努める。 

 

「全県域汚水適正処理構想」 

   汚水処理施設の整備を計画的に実施することを目的とし、県、

市町村が協力して、下水道、集落排水処理施設、合併処理浄化槽

などの汚水処理施設について、地域の実情に応じた適正な整備手

法により、汚水処理施設の計画的かつ効率的な整備ができる。 
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⑦ 産業廃棄物は、本来事業者処理責任の原則の下で処理されるものであるが、一

般廃棄物と併せて焼却処理することができる産業廃棄物について、市町村が必要

な費用を徴収しながら処理することについて検討する。 

 

（２）広域的な最終処分場の整備 

① 現在、財団法人愛知臨海環境整備センターが名古屋港南５区において、県内全

域の産業廃棄物や尾張地域の一般廃棄物を、財団法人豊田加茂環境整備公社が豊

田市内において、豊田市及び三好町の産業廃棄物や一般廃棄物を、また、財団法

人衣浦港ポートアイランド環境事業センターが衣浦港内において、衣浦港周辺10

市 8 町の一般廃棄物及び５市４町の産業廃棄物を対象に処分を行っている。広域

的な処分に対する基本的考え方は次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 産業廃棄物の最終処分場については、民間事業者のみによる施設の確保が極

めて困難な状況にあることなどを踏まえ、事業者処理責任の原則の下、必要に

応じて第三セクター方式により、広域的な最終処分場の整備に公共関与を行う。 

・ 一般廃棄物の最終処分場については、単独市町村による整備が困難であるこ

と、市町村間の連携による効率化が必要であること等の観点から、市町村が目

指す広域的な最終処分場整備に支援・協力する。 

・ 深刻な適地の減少を踏まえ、産業廃棄物及び一般廃棄物を併せた広域的な最終

処分場の確保について努める。 

② 広域的な処分場確保の今後の方向は次のとおりとする。 

・ 財団法人愛知臨海環境整備センターの最終処分場について、円滑な運営が図ら

れるよう引き続き支援・協力する。 

当処分場の残余年数は逼迫しているため、次期処分場として、同センターに

より衣浦港３号地に尾張、知多、西三河の地域を中心に全県域の産業廃棄物及

び一般廃棄物を対象とする公共関与の最終処分場の整備に取り組んでいく。 

 

 

公共関与の広域最終処分場 

事業主体 （財）愛知臨海環境整

備ｾﾝﾀｰ 

（財）衣浦港ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

環境事業ｾﾝﾀｰ 

（財）豊田加茂環境整

備公社 

設置場所 名古屋港南５区地沖 衣浦港２号地沖 豊田市御船町 施

設 面積 

容量 

56.0 ha 

491 万 ｍ３ 

12.8 ha 

98 万 ｍ３ 

9.5 ha 

149 万 ｍ３ 

受入期間 平成 4 年 3 月～平成

22 年 3 月 

平成 11 年 2 月～平成

21 年 3 月（産業廃棄物

は 20 年 3 月まで） 

平成 4 年 4 月～平成

36 年 3 月 

廃

棄

物

受

入

計

画 

受入廃棄物 

：受入地域 

産業廃棄物：県内全域

一般廃棄物：尾張・知

多地域 

産業廃棄物：衣浦港周辺

5 市 4 町 

一般廃棄物：衣浦港周辺

10 市 8 町 

産業廃棄物：豊田市

（旧稲武町を除く。）、

三好町 

一般廃棄物：同上 
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・ 市町村が広域的な市町村圏において、一般廃棄物の最終処分場を整備する場

合、また、市町村がその地域の企業と第三セクターを組織し、産業廃棄物等の

最終処分場を整備する場合には、地域内での処理を推進する観点から、市町村

の意向、地理的条件等を踏まえ、その整備に対して支援・協力する。 

  ・ 次の現行の広域エリアを基本としつつ、搬入距離などの地理的な要素、経済

的、行政的な繋がり、適地の状況等を勘案し、エリア相互の境界の見直しも含

めて検討する。 

ａ 尾張エリア 

    名古屋市を始め尾張地域の市町村 

ｂ 西三河エリア 

  （ａ）豊田市及び三好町 

（ｂ）衣浦港周辺 10 市 8 町（半田市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、常滑市、

大府市、知立市、高浜市、豊明市、一色町、吉良町、幡豆町、阿久比町、東

浦町、南知多町、美浜町、武豊町） 

   なお将来的には、西三河エリア全体のエリアも検討する。 

ｃ 東三河エリア 

    東三河地域の 5 市 6 町村（豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、

東栄町、豊根村、音羽町、小坂井町、御津町） 

 

 

施策５ 環境教育、情報収集の推進 

（１）環境教育及び普及啓発 

① 愛知県教育委員会と連携して廃棄物に関する事項も盛り込んだ環境教育副読本

を作成し、学習教育の場を通して廃棄物の減量化・資源化、適正処理等に関する

知識の普及と意識の醸成を図る。 

② 循環型社会づくりや廃棄物処理についての理解を深め、減量化・資源化を促進

するため、シンポジウムの開催やパンフレットの配布等による啓発を行う。 

③ 廃棄物処理に関する理解を深めるための講習会や廃棄物処理施設見学会の開催

等の学習の場を設ける。 

 

 

衣浦港３号地廃棄物最終処分場整備事業の計画 

事業主体 財団法人愛知臨海環境整備センター 

設置場所 衣浦港３号地 

埋立面積 

埋立容量 

47.2 ha 

約 500 ｍ３ 

受入廃棄物 

：受入地域 

産業廃棄物：県内全域 

一般廃棄物：県内全域 
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④ 資源循環、減量化、資源化、適正処理等の幅広い分野で適切な指導が行えるよ

うな人材を確保・活用するとともに、新たな人材を育成するための講習・研修を

充実する。 

⑤ 県民が日常の環境行動の効果を家庭生活と関連づけながら確認できるシステム

を構築し、資源循環に関する意識啓発を図る。 

⑥ 廃棄物に関する適正な知識、発生抑制や再使用に有効な情報、先進事例の紹介

等情報提供に努める。 

 

（２）資源化情報、適正処理情報等の収集 

① 廃棄物の資源化や適正処理について、他県、諸外国の先進的事例の情報収集に

努める。 

② 産業廃棄物広域交換情報、資源化業者リスト等のリサイクル関連情報、処分業

者の最終処分場等処理施設情報、先駆的事業や試みに関する情報を提供する。 

 

（３）廃棄物処理状況の把握 

① 最終処分場を設置している事業者、県外へ運搬する収集運搬業者、産業廃棄物

処分業者等に対し、産業廃棄物処理の実績報告を求め処理状況の把握を行う。 

② ポリ塩化ビフェニル廃棄物については、ＰＣＢ廃棄物特別措置法に基づく毎年

度の届出により保管状況の把握を行う。 

③ 市町村及び一部事務組合に対し、一般廃棄物処理の実績報告を求め処理実態の

把握を行う。 

 

廃棄物処理施設見学会（「ごみ調査隊」） 

   小学生の親子を対象に公募して、ごみ焼却場、廃

棄物最終処分場、下水道終末処理場等の廃棄物処理

の現地見学会を開催し、廃棄物について関心を高め

理解を深める。 
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第５章 計画の推進 

 

廃棄物処理に関わる課題の解決には、循環型社会の形成を目指し、排出抑制（リ

デュース）、再使用（リユース）、再生利用（リサイクル）の３Ｒを進めるとともに、

廃棄物の適正処理を推進することが必要であるが、廃棄物の発生は日常生活や事業

活動に起因していることから、廃棄物の処理に関わる事業者、県民、行政等の各主

体がその必要性とそれぞれに必要な役割を充分認識し、相互に協力、連携して積極

的に取り組んでいくことが求められる。 

 

１ 各主体の責務・役割 

（１）事業者 

廃棄物の排出事業者は、今なお多くの産業廃棄物が排出されていることを理解

し、廃棄物の処理責任が自らにあることを基本に、生産工程や流通・販売過程に

おいて可能な限り廃棄物の発生を抑制するとともに、再使用、再生利用を行い、

最終的に廃棄物として排出するものについては、環境への負荷の低減に配慮しつ

つ、適正な処理を行うことが必要である。また、自ら生産する製品が消費や廃棄

される段階で発生することとなる廃棄物の削減に努める。 

処理業者は、環境への負荷を増大させないよう廃棄物を適正に処理する専門事

業者として重要な役割を担っており、その中で廃棄物の減量化や資源化に努め、

適正な処理を行うことが必要である。 

廃棄物処理に対する住民の信頼を高めるため、廃棄物の資源化・減量化や適正

処理に対する意識を企業倫理として確立のうえ、こうした事業活動を適正に実施

する。 

また、循環型社会の形成を担うため、循環ビジネスへの取組が期待される。 

 

（２）県民 

不要なものは廃棄すれば済むというのではなく、廃棄物処理の問題を自らの問

題として理解し、廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用に向けて努力しあるいは

関係者に協力して、従来の大量消費、大量廃棄型の生活様式から、環境への負荷

の低減された循環型の生活様式への転換を図っていく。 

こうした観点から、できるだけごみを出さない（リデュース）、出たごみはでき

るだけ再使用する（リユース）か資源として利用する（リサイクル）。製品の購入

に際しては、簡易な包装のもの、繰り返し利用できるもの、耐久性に優れたもの、

リサイクル製品を選ぶなど日常生活で実践できる身近な取組の積み重ねに努めて

いく。 

 

（３）市町村 

市町村は、その行政区域内における住民に最も近い位置の自治体として、地域
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の一般廃棄物について、発生抑制、再使用、再生利用を促進する必要があり、排

出する一般廃棄物についてはその処理責任のもと地域の環境に配慮した適正処理

を推進するとともに、循環型社会の形成に向け、住民、事業者の取組を促進する。 

また、廃棄物を適正に処理するには、地域間の連携、協力も不可欠となってい

るため、市町村間、市町村と県など連携、協力し施策を推進する。 

 

（４）県 

県は、一般廃棄物及び産業廃棄物について、発生抑制、再使用、再生利用を推

進するとともに、環境への負荷が十分低減されるよう廃棄物の適正処理を確保し、

循環型社会の形成に向けた取組を行うとともに、県民、事業者、市町村の取組に

対して支援を行う。 

また、循環型社会を支える循環ビジネスの創出、拡大等を促進するため必要な

事業を行う。 

こうした取組のほか、廃棄物行政の円滑な推進のため、必要な制度の改正や財

政支援措置について、積極的に国に要望していく必要がある。 

また、計画の実施による効果を把握するため、一般廃棄物及び産業廃棄物の排

出等の実態を把握し、目標の達成のための適切な指導を行うなど、計画の着実な

推進に努める。 

 

２ 計画の進行管理 

 

（１）目標達成状況の把握 

一般廃棄物については、一般廃棄物処理実態調査などにより、産業廃棄物につ

いては、産業廃棄物処理実績報告などにより、排出量、最終処分量等を毎年推計

する。 

   なお、次期計画の策定前年度には、産業廃棄物実態調査を実施し、詳細な現状

の把握を行う。 

 

（２）進行管理 

目標の達成状況の結果については、県の環境白書やホームページにより公表す

るとともに、事業者団体、消費者団体、県内市町村等種々の主体で構成されるご

みゼロ社会推進あいち県民会議等において報告し、達成状況の確認等を行うとと

もに、必要に応じて施策の見直しなどを行いながら、関係者の連携、協力により

計画の着実な推進に努める。 
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参考資料 

■排出量等将来推計結果 

１ 一般廃棄物 

（現状で推移した場合の推計） 

H16比 H16比 H16比 H16比
16 2,926 100.0% 616 100.0% 1,939 100.0% 371 100.0%
17 3,002 102.6% 627 101.7% 1,995 102.9% 380 102.6%
18 3,025 103.4% 636 103.2% 2,006 103.5% 383 103.4%
19 3,043 104.0% 644 104.5% 2,013 103.8% 386 104.0%
20 3,063 104.7% 652 105.7% 2,023 104.4% 388 104.7%
21 3,082 105.3% 658 106.8% 2,033 104.9% 391 105.3%
22 3,098 105.9% 664 107.8% 2,041 105.3% 393 105.9%
23 3,115 106.5% 670 108.7% 2,050 105.8% 395 106.5%
（24） 3,131 107.0% 675 109.5% 2,060 106.2% 397 107.0%
（25） 3,146 107.5% 679 110.2% 2,068 106.7% 399 107.5%
（26） 3,158 107.9% 683 110.8% 2,074 107.0% 400 107.9%
（27） 3,146 107.5% 687 111.5% 2,060 106.3% 399 107.5%
（28） 3,151 107.7% 690 112.0% 2,061 106.3% 399 107.7%

年度
排出量 再生利用量 中間処理による減量 最終処分量

 

注１：排出量は集団回収量及び自家処理量を含む。 

 ２：千トン未満を四捨五入しているため、合計値が合わない場合がある。 

 ３：将来ごみ量の推計方法 

・ 排出量は、平成 10 年度から平成 16 年度のデータを基に「人口（*1）×1 人 1 日当り原単位（*2）」

により推計を行った。 

・ 再生利用量は、平成 10 年度から平成 16 年度のデータを基に直線回帰式（*3）により推計を行

った。 

・ 最終処分量は、平成 16 年度の排出量に占める最終処分割合（12.7％）が将来にわたって維持

されるものとして設定した。 

・ 中間処理による減量＝排出量－再生利用量－最終処分量 

 

（市町村計画を踏まえた推計） 

H16比 H16比 H16比 H16比
16 2,926 100.0% 616 100.0% 1,939 100.0% 371 100.0%
17 2,933 100.2% 661 107.2% 1,912 98.6% 360 97.1%
18 2,933 100.2% 701 113.7% 1,882 97.1% 350 94.4%
19 2,929 100.1% 739 119.9% 1,851 95.5% 339 91.4%
20 2,922 99.9% 773 125.4% 1,819 93.8% 329 88.7%
21 2,916 99.7% 808 131.1% 1,790 92.3% 318 85.8%
22 2,907 99.3% 839 136.1% 1,760 90.8% 308 83.1%
23 2,899 99.1% 853 138.4% 1,752 90.4% 295 79.6%
（24） 2,888 98.7% 850 137.9% 1,743 89.9% 294 79.3%
（25） 2,878 98.4% 848 137.6% 1,738 89.6% 293 79.0%
（26） 2,859 97.7% 841 136.4% 1,727 89.1% 291 78.5%
（27） 2,828 96.6% 832 135.0% 1,708 88.1% 288 77.7%
（28） 2,808 96.0% 826 134.0% 1,696 87.5% 286 77.1%

最終処分量
年度

排出量 再生利用量 中間処理による減量

 

注１：排出量は集団回収量及び自家処理量を含む。 

 ２：千トン未満を四捨五入しているため、合計値が合わない場合がある。 

 ３：将来ごみ量の推計方法 

・ 最初に、排出量、再生資源量、最終処分量は、各市町村のアンケート結果を採用して推計した。

ただし、各年での予測値が無い場合はその間を補間した。中間処理による減量＝排出量－再生

利用量－最終処分量 

・ 次に、排出量は、「人口（*1）×1 人 1 日当り原単位（*2）」により推計を行って採用するもの
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とし、原単位は平成 16 年度から平成 23 年度までの７年間に４％の割合で減少が続くものとし

た。 

・ 最終処分量はアンケート結果をそのまま採用し、（排出量－最終処分量）を再生利用量と中間

処理による減量の比に案分した。 

・ 平成 23 年度以降は、平成 23 年度の再生利用量、減量化量、最終処分量の比が維持されるもの

として排出量を案分し推計した。 

・  

（国の基本方針に即した推計） 

H16比 H16比 H16比 H16比
16 2,926 102.4% 616 98.6% 1,939 103.3% 371 104.4%
17 2,898 101.4% 621 99.3% 1,914 101.9% 363 102.2%
18 2,858 100.0% 625 100.0% 1,877 100.0% 355 100.0%
19 2,814 98.5% 629 100.7% 1,837 97.9% 347 97.8%
20 2,770 96.9% 633 101.4% 1,796 95.7% 340 95.6%
21 2,724 95.3% 638 102.0% 1,754 93.4% 332 93.4%
22 2,677 93.7% 642 102.7% 1,711 91.1% 324 91.2%
23 2,629 92.0% 630 100.9% 1,680 89.5% 318 89.6%
（24） 2,580 90.3% 619 99.0% 1,649 87.8% 312 87.9%
（25） 2,529 88.5% 607 97.1% 1,616 86.1% 306 86.2%
（26） 2,477 86.7% 594 95.1% 1,583 84.3% 300 84.4%
（27） 2,406 84.2% 577 92.3% 1,538 81.9% 291 82.0%
（28） 2,347 82.1% 563 90.1% 1,500 79.9% 284 80.0%

最終処分量
年度

排出量 再生利用量 中間処理による減量

 

注１：排出量は集団回収量及び自家処理量を含む。 

 ２：千トン未満を四捨五入しているため、合計値が合わない場合がある。 

 ３：将来ごみ量の推計方法 

・ 国の基本方針の目標年度である平成 22 年度の排出量、再生利用量、最終処分量を、基本方針

の設定方法に即して平成 9 年度の値から算定した。 

・ 排出量は、平成 16 年度と平成 22 年度の原単位を直線補間することにより設定し、「人口×1

人 1 日当り原単位」により算定した。（*4） 

・ 再生利用量は、平成 22 年度までは平成 16 年度との直線補間により求めた。平成 23 年度以降

は、平成 22 年度の排出量に対する再生利用割合（24.0％）が維持されるものとして求めた。 

・ 最終処分量は、平成 22 年度までは平成 16 年度との直線補間により求めた。平成 23 年度以降

は、平成 22 年度の排出量に対する最終処分割合（12.1％）が維持されるものとして求めた。 

・ 中間処理による減量＝排出量－再生利用量－最終処分量 

 

２ 産業廃棄物 

（現状で推移した場合の推計推移） 

○種類別 

構成比 H16比 構成比 H16比 構成比 H16比

がれき類 4,255 20.7% 100% 100 4,154 28.2% 100% 3,736 92 326 23.1% 100% 0
汚泥 3,139 15.2% 100% 11 3,129 21.3% 100% 1,362 1,568 197 14.0% 100% 2
鉱さい 3,971 19.3% 100% 2,740 1,231 8.4% 100% 990 86 154 10.9% 100% 0
家畜ふん尿 2,414 11.7% 100% 0 2,414 16.4% 100% 508 1,907 0 0.0% 100% 0
金属くず 2,837 13.8% 100% 2,366 471 3.2% 100% 355 51 63 4.5% 100% 1
ばいじん 1,342 6.5% 100% 399 943 6.4% 100% 771 14 158 11.2% 100% 0
ガラス陶磁器くず 317 1.5% 100% 21 296 2.0% 100% 223 7 65 4.6% 100% 2
廃プラスチック類 683 3.3% 100% 51 631 4.3% 100% 334 117 180 12.8% 100% 1
廃油 290 1.4% 100% 11 279 1.9% 100% 87 178 14 1.0% 100% 0
その他 1,347 6.5% 100% 174 1,173 8.0% 100% 494 422 255 18.0% 100% 2
合計 20,595 100% 100% 5,872 14,723 100% 100% 8,860 4,442 1,413 100% 100% 9

発生量 排出量 最終処分量
その他量有償物量

再生
利用量

中間処理
減量化量

平
成
1
6
年
度
実
績

種類
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構成比 H16比 構成比 H16比 構成比 H16比

がれき類 3,752 18.7% 88% 87 3,665 26.6% 88% 3,294 80 291 21.8% 89% 0
汚泥 2,853 14.3% 91% 11 2,843 20.6% 91% 1,212 1,437 192 14.4% 97% 0
鉱さい 3,966 19.8% 100% 2,693 1,273 9.2% 103% 1,027 89 157 11.8% 102% 0
家畜ふん尿 2,397 12.0% 99% 0 2,397 17.4% 99% 504 1,893 0 0.0% - 0
金属くず 3,263 16.3% 115% 2,806 457 3.3% 97% 341 53 62 4.6% 97% 1
ばいじん 1,211 6.1% 90% 380 831 6.0% 88% 678 14 140 10.5% 89% 0
ガラス陶磁器くず 282 1.4% 89% 18 263 1.9% 89% 197 7 58 4.4% 90% 2
廃プラスチック類 677 3.4% 99% 53 625 4.5% 99% 331 118 175 13.1% 97% 1
廃油 299 1.5% 103% 13 287 2.1% 103% 90 183 14 1.1% 103% 0
その他 1,310 6.5% 97% 156 1,154 8.4% 98% 462 446 243 18.3% 95% 2
合計 20,010 100% 97% 6,216 13,794 100% 94% 8,134 4,320 1,332 100% 94% 7

最終処分量
その他量

平
成
2
3
年
度
推
計

種類
発生量

有償物量
排出量 再生

利用量
中間処理
減量化量

 

構成比 H16比 構成比 H16比 構成比 H16比

がれき類 3,430 17.3% 81% 79 3,351 25.3% 81% 3,011 73 268 20.9% 82% 0
汚泥 2,693 13.6% 86% 11 2,682 20.3% 86% 1,128 1,362 189 14.7% 96% 0
鉱さい 3,985 20.1% 100% 2,670 1,315 9.9% 107% 1,063 92 160 12.5% 104% 0
家畜ふん尿 2,361 11.9% 98% 0 2,361 17.8% 98% 497 1,864 0 0.0% - 0
金属くず 3,646 18.4% 129% 3,192 454 3.4% 96% 335 56 61 4.8% 96% 2
ばいじん 1,123 5.7% 84% 368 755 5.7% 80% 614 14 128 9.9% 81% 0
ガラス陶磁器くず 259 1.3% 82% 16 243 1.8% 82% 181 6 54 4.2% 84% 1
廃プラスチック類 680 3.4% 100% 54 626 4.7% 99% 332 121 173 13.4% 96% 1
廃油 308 1.6% 106% 14 294 2.2% 106% 92 187 14 1.1% 105% 0
その他 1,296 6.6% 96% 144 1,152 8.7% 98% 444 469 237 18.4% 93% 2
合計 19,782 100% 96% 6,548 13,234 100% 90% 7,698 4,243 1,285 100% 91% 6

中間処理
減量化量

最終処分量
その他量

発生量
有償物量

排出量

（
平
成
2
8
年
度
推
計

）

種類
再生
利用量

 

注１：千トン未満を四捨五入しているため、合計値が合わない場合がある。 

 ２：将来廃棄物量の推計は、各業種別に行い、その業における種類別の推計を積上げることにより求

めた。 

・ 発生量は、原則として業種ごとの活動量指標（建設業：元請完成工事高、製造業：製造品出荷

額等、*5）とその業における廃棄物の種類別原単位を基に、廃棄物の種類別に「活動量指標×

原単位」により推計を行った。 

・ 将来の活動量指標は過去のデータを基に回帰式を算定することにより求めた。（*5）なお、原

単位は現況（H16）の値を採用した。 

・ 排出量、再生利用量、中間処理減量化量、最終処分量、その他量は、現況（H16）の各業にお

ける廃棄物の種類別処理割合が、将来も変わらないものとして推計した。 

 

○業種別 

構成比 H16比 構成比 H16比 構成比 H16比

農業 2,414 11.7% 100% 0 2,414 16.4% 100% 508 1,907 0 0.0% 100% 0
鉱業 30 0.1% 100% 0 30 0.2% 100% 18 12 0 0.0% 100% 0
建設業 5,312 25.8% 100% 71 5,241 35.6% 100% 4,528 257 455 32.2% 100% 0
製造業 10,518 51.1% 100% 5,633 4,885 33.2% 100% 2,681 1,688 511 36.2% 100% 5
電気・水道業 1,421 6.9% 100% 137 1,283 8.7% 100% 702 399 183 12.9% 100% 0
運輸業 78 0.4% 100% 6 72 0.5% 100% 37 15 20 1.4% 100% 0
卸・小売業 363 1.8% 100% 7 356 2.4% 100% 229 64 64 4.5% 100% 0
サービス業 269 1.3% 100% 7 262 1.8% 100% 138 61 61 4.3% 100% 3
廃車処理業 17 0.1% 100% 2 15 0.1% 100% 8 2 5 0.3% 100% 0
その他業種 173 0.8% 100% 8 165 1.1% 100% 12 38 114 8.1% 100% 0
合計 20,595 100% 100% 5,872 14,723 100% 100% 8,860 4,442 1,413 100% 100% 9

平
成
1
6
年
度
実
績

業種
発生量 排出量 最終処分量

その他量有償物量
再生
利用量

中間処理
減量化量

 

 

構成比 H16比 構成比 H16比 構成比 H16比

農業 2,397 12.0% 99% 0 2,397 17.4% 99% 504 1,893 0 0.0% - 0
鉱業 17 0.1% 56% 0 17 0.1% 56% 10 7 0 0.0% 56% 0
建設業 4,660 23.3% 88% 63 4,598 33.3% 88% 3,973 225 399 30.0% 88% 0
製造業 10,791 53.9% 103% 6,004 4,787 34.7% 98% 2,598 1,624 560 42.1% 110% 5
電気・水道業 1,310 6.5% 92% 123 1,187 8.6% 92% 620 408 159 11.9% 87% 0
運輸業 76 0.4% 98% 6 71 0.5% 99% 36 15 20 1.5% 99% 0
卸・小売業 331 1.7% 91% 6 325 2.4% 91% 207 60 57 4.3% 89% 0
サービス業 268 1.3% 100% 7 261 1.9% 100% 132 59 67 5.0% 110% 2
廃車処理業 17 0.1% 102% 2 15 0.1% 102% 8 2 5 0.4% 102% 0
その他業種 143 0.7% 82% 5 138 1.0% 84% 45 27 65 4.9% 57% 0
合計 20,010 100% 97% 6,216 13,794 100% 94% 8,134 4,320 1,332 100% 94% 7

その他量
排出量 再生

利用量
中間処理
減量化量

最終処分量

平
成
2
3
年
度
推
計

業種
発生量

有償物量
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構成比 H16比 構成比 H16比 構成比 H16比

農業 2,361 11.9% 98% 0 2,361 17.8% 98% 497 1,864 0 0.0% - 0
鉱業 11 0.1% 36% 0 11 0.1% 36% 7 4 0 0.0% 36% 0
建設業 4,244 21.5% 80% 57 4,187 31.6% 80% 3,618 205 364 28.3% 80% 0
製造業 11,144 56.3% 106% 6,354 4,789 36.2% 98% 2,612 1,608 566 44.0% 111% 4
電気・水道業 1,206 6.1% 85% 110 1,096 8.3% 85% 551 403 141 11.0% 77% 0
運輸業 76 0.4% 97% 6 70 0.5% 98% 36 14 20 1.5% 98% 0
卸・小売業 305 1.5% 84% 6 300 2.3% 84% 191 57 52 4.1% 82% 0
サービス業 276 1.4% 103% 8 268 2.0% 102% 134 59 72 5.6% 119% 2
廃車処理業 17 0.1% 99% 2 15 0.1% 99% 8 2 5 0.4% 99% 0
その他業種 142 0.7% 82% 5 137 1.0% 83% 45 27 65 5.1% 57% 0
合計 19,782 100% 96% 6,548 13,234 100% 90% 7,698 4,243 1,285 100% 91% 6

最終処分量
その他量

（
平
成
2
8
年
度
推
計

）

業種
発生量

有償物量
排出量 再生

利用量
中間処理
減量化量

 

注１：千トン未満を四捨五入しているため、合計値が合わない場合がある。 

 ２：将来廃棄物量の推計方法は、種類別集計のものと同じ。 

 

（事業者計画を踏まえた推計） 

○種類別 

構成比 H16比 構成比 H16比 構成比 H16比

がれき類 3,751 18.7% 88% 88 3,663 25.6% 88% 3,294 79 290 23.1% 89% 0
汚泥 2,869 14.3% 91% 10 2,860 20.0% 91% 1,245 1,440 173 13.7% 88% 2
鉱さい 3,965 19.8% 100% 2,736 1,229 8.6% 100% 989 85 156 12.4% 101% 0
家畜ふん尿 2,397 12.0% 99% 0 2,397 16.8% 99% 504 1,893 0 0.0% - 0
金属くず 3,263 16.3% 115% 2,721 542 3.8% 115% 409 70 62 4.9% 97% 1
ばいじん 1,286 6.4% 96% 382 904 6.3% 96% 739 76 89 7.1% 57% 0
ガラス陶磁器くず 281 1.4% 89% 19 263 1.8% 89% 198 5 58 4.6% 90% 2
廃プラスチック類 676 3.4% 99% 51 625 4.4% 99% 330 120 174 13.9% 97% 1
廃油 299 1.5% 103% 11 288 2.0% 103% 90 184 14 1.1% 103% 0
その他 1,225 6.1% 91% 158 1,067 7.5% 91% 449 376 240 19.1% 94% 2
合計 20,014 100% 97% 5,707 14,307 100% 97% 8,610 4,433 1,255 100% 89% 9

平
成
2
3
年
度
推
計

種類
発生量

有償物量
排出量 再生

利用量
中間処理
減量化量

最終処分量
その他量

 

 

構成比 H16比 構成比 H16比 構成比 H16比

がれき類 3,422 17.3% 80% 81 3,341 23.6% 80% 3,005 69 268 22.1% 82% 0
汚泥 2,738 13.8% 87% 9 2,728 19.3% 87% 1,188 1,366 173 14.3% 88% 2
鉱さい 3,980 20.1% 100% 2,746 1,234 8.7% 100% 993 83 159 13.1% 103% 0
家畜ふん尿 2,361 11.9% 98% 0 2,361 16.7% 98% 497 1,864 0 0.0% - 0
金属くず 3,645 18.4% 128% 3,040 605 4.3% 128% 456 86 61 5.0% 96% 1
ばいじん 1,251 6.3% 93% 372 879 6.2% 93% 719 78 82 6.8% 52% 0
ガラス陶磁器くず 259 1.3% 82% 17 242 1.7% 82% 182 4 54 4.5% 84% 2
廃プラスチック類 676 3.4% 99% 51 625 4.4% 99% 330 123 171 14.1% 95% 1
廃油 308 1.6% 106% 12 296 2.1% 106% 93 189 14 1.2% 105% 0
その他 1,143 5.8% 85% 147 996 7.0% 85% 419 343 231 19.0% 91% 2
合計 19,782 100% 96% 5,641 14,142 100% 96% 8,510 4,409 1,214 100% 86% 9

その他量

（
平
成
2
8
年
度
推
計

）

種類
発生量

有償物量
排出量 再生

利用量
中間処理
減量化量

最終処分量

 

注１：千トン未満を四捨五入しているため、合計値が合わない場合がある。 

 ２：廃棄物の発生量及び最終処分量に関する事業者向けアンケートの計画値を用いて予測を行った。 

①  発生量及び最終処分量について、計画を有している事業者分を全体の廃棄物量から除き、残

り（計画を持たない事業者）の廃棄物は、「現状で推移した場合」と同様に推移するものし、

それに計画を有する業者分を加算して、平成 23 年度及び 27 年度の量を求めた。 

②  その他の年度については将来の活動量指標は過去のデータを基に回帰式を算定することに

より求めた。なお、原単位は現況（H16）の値を採用した。 

③  排出量、再生利用量、その他量は、現況（H16）の処理割合が、将来も変わらないものとし

て推計した。 

④  中間処理による減量＝排出量－再生利用量－最終処分量－その他量 
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○業種別 

構成比 H16比 構成比 H16比 構成比 H16比

農業 2,397 12.0% 99% 0 2,397 16.8% 99% 504 1,893 0 0.0% - 0
鉱業 1 0.0% 4% 0 1 0.0% 4% 1 0 0 0.0% 56% 0
建設業 4,660 23.3% 88% 63 4,598 32.1% 88% 3,973 226 399 31.8% 88% 0
製造業 10,722 53.6% 102% 5,742 4,979 34.8% 102% 2,733 1,715 526 41.9% 103% 5
電気・水道業 1,426 7.1% 100% 138 1,288 9.0% 100% 704 474 110 8.8% 60% 0
運輸業 76 0.4% 98% 6 70 0.5% 98% 36 15 20 1.6% 99% 0
卸・小売業 331 1.7% 91% 6 325 2.3% 91% 209 59 57 4.5% 89% 0
サービス業 268 1.3% 100% 7 261 1.8% 100% 137 55 66 5.3% 110% 3
廃車処理業 17 0.1% 102% 2 15 0.1% 102% 8 2 5 0.4% 102% 0
その他業種 116 0.6% 67% 6 110 0.8% 67% 8 29 73 5.8% 64% 0
合計 20,014 100% 97% 5,707 14,307 100% 97% 8,610 4,433 1,255 100% 89% 9

平
成
2
3
年
度
推
計

業種
発生量

有償物量
排出量 再生

利用量
中間処理
減量化量

最終処分量
その他量

 

構成比 H16比 構成比 H16比 構成比 H16比

農業 2,361 11.9% 98% 0 2,361 16.7% 98% 497 1,864 0 0.0% - 0
鉱業 1 0.0% 2% 0 1 0.0% 2% 0 0 0 0.0% 36% 0
建設業 4,236 21.4% 80% 57 4,180 29.6% 80% 3,612 205 363 29.9% 80% 0
製造業 11,021 55.7% 105% 5,903 5,118 36.2% 105% 2,809 1,774 530 43.7% 104% 5
電気・水道業 1,407 7.1% 99% 136 1,270 9.0% 99% 695 473 103 8.5% 56% 0
運輸業 76 0.4% 97% 6 70 0.5% 97% 36 14 20 1.6% 98% 0
卸・小売業 305 1.5% 84% 6 300 2.1% 84% 192 55 52 4.3% 82% 0
サービス業 275 1.4% 102% 7 268 1.9% 102% 141 52 72 5.9% 119% 3
廃車処理業 17 0.1% 99% 2 15 0.1% 99% 8 2 5 0.4% 99% 0
その他業種 85 0.4% 49% 4 81 0.6% 49% 6 5 70 5.7% 61% 0
合計 19,782 100% 96% 5,641 14,142 100% 96% 8,510 4,409 1,214 100% 86% 9

（
平
成
2
8
年
度
推
計

）

業種
発生量

有償物量
排出量 再生

利用量
中間処理
減量化量

最終処分量
その他量

 

注１：千トン未満を四捨五入しているため、合計値が合わない場合がある。 

 ２：将来廃棄物量の推計方法は、種類別集計のものと同じ。 

 

（国の基本方針に即した推計） 

○種類別 

構成比 H16比 構成比 H16比 構成比 H16比

がれき類 4,039 20.7% 95% 95 3,944 28.2% 95% 3,548 136 260 23.1% 80% 0
汚泥 2,980 15.2% 95% 10 2,970 21.3% 95% 1,293 1,518 157 14.0% 80% 2
鉱さい 3,769 19.3% 95% 2,601 1,169 8.4% 95% 940 105 123 10.9% 80% 0
家畜ふん尿 2,292 11.7% 95% 0 2,292 16.4% 95% 482 1,810 0 0.0% - 0
金属くず 2,693 13.8% 95% 2,246 447 3.2% 95% 337 58 51 4.5% 80% 1
ばいじん 1,274 6.5% 95% 379 895 6.4% 95% 732 37 126 11.2% 80% 0
ガラス陶磁器くず 301 1.5% 95% 20 281 2.0% 95% 211 17 51 4.6% 80% 2
廃プラスチック類 648 3.3% 95% 49 599 4.3% 95% 317 138 144 12.8% 80% 1
廃油 275 1.4% 95% 10 264 1.9% 95% 83 171 11 1.0% 80% 0
その他 1,279 6.5% 95% 165 1,114 8.0% 95% 469 439 203 18.0% 80% 3

合計 19,549 100% 95% 5,574 13,975 100% 95% 8,413 4,428 1,125 100% 80% 9

（
平
成
2
2
年
度
推
計

）

種類
発生量

有償物量
排出量 再生

利用量
中間処理
減量化量

最終処分量
その他量

 

構成比 H16比 構成比 H16比 構成比 H16比

がれき類 4,003 20.7% 94% 94 3,908 28.2% 94% 3,516 135 258 23.1% 79% 0
汚泥 2,953 15.2% 94% 10 2,943 21.3% 94% 1,282 1,504 156 14.0% 79% 2
鉱さい 3,735 19.3% 94% 2,577 1,158 8.4% 94% 932 104 122 10.9% 79% 0
家畜ふん尿 2,271 11.7% 94% 0 2,271 16.4% 94% 478 1,793 0 0.0% - 0
金属くず 2,669 13.8% 94% 2,226 443 3.2% 94% 334 57 50 4.5% 79% 1
ばいじん 1,263 6.5% 94% 375 887 6.4% 94% 726 37 125 11.2% 79% 0
ガラス陶磁器くず 299 1.5% 94% 20 279 2.0% 94% 210 16 51 4.6% 79% 2
廃プラスチック類 642 3.3% 94% 48 594 4.3% 94% 314 137 142 12.8% 79% 1
廃油 273 1.4% 94% 10 262 1.9% 94% 82 169 11 1.0% 79% 0
その他 1,267 6.5% 94% 163 1,104 8.0% 94% 465 435 201 18.0% 79% 3

合計 19,375 100% 94% 5,524 13,850 100% 94% 8,338 4,389 1,115 100% 79% 9

平
成
2
3
年
度
推
計

種類
発生量

有償物量
排出量 再生

利用量
中間処理
減量化量

最終処分量
その他量
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構成比 H16比 構成比 H16比 構成比 H16比

がれき類 3,823 20.7% 90% 90 3,733 28.2% 90% 3,358 129 246 23.1% 75% 0
汚泥 2,821 15.2% 90% 10 2,811 21.3% 90% 1,224 1,436 149 14.0% 75% 2
鉱さい 3,567 19.3% 90% 2,461 1,106 8.4% 90% 890 100 116 10.9% 75% 0
家畜ふん尿 2,169 11.7% 90% 0 2,169 16.4% 90% 456 1,713 0 0.0% - 0
金属くず 2,549 13.8% 90% 2,125 423 3.2% 90% 319 55 48 4.5% 75% 1
ばいじん 1,206 6.5% 90% 358 847 6.4% 90% 693 35 119 11.2% 75% 0
ガラス陶磁器くず 285 1.5% 90% 19 266 2.0% 90% 200 16 49 4.6% 75% 2
廃プラスチック類 614 3.3% 90% 46 567 4.3% 90% 300 131 136 12.8% 75% 1
廃油 260 1.4% 90% 10 250 1.9% 90% 78 161 10 1.0% 75% 0
その他 1,210 6.5% 90% 156 1,054 8.0% 90% 444 416 192 18.0% 75% 3

合計 18,503 100% 90% 5,276 13,227 100% 90% 7,963 4,191 1,065 100% 75% 9

再生
利用量

（
平
成
2
8
年
度
推
計

）

種類
発生量

有償物量
排出量 中間処理

減量化量
最終処分量

その他量

 

注１：千トン未満を四捨五入しているため、合計値が合わない場合がある。 

 ２：国の基本方針の目標年度である平成 22 年度の目標値が前処理計画（平成 14 年 9 月）で設定され

ているため、平成 22 年度はこれらの数値を参考に設定した。現況（H16）～平成 22 年度の各処

理量（発生量、排出量、最終処分量等）はそれぞれ H16 と H22 の値で直線補間した 

・ 発生量（平成 22 年度）は、排出量と有償物量を加算して求めた。（発生量＝排出量＋有償物量） 

・ 有償物量（平成 22 年度）は、現況（H16）の有償物量と排出量の発生割合が同じとして算定。 

・ 排出量（平成 22 年度）は、国の基本方針の平成 22 年度目標に即し平成 9 年度の 112％と設定。 

・ 最終処分量（平成 22 年度）は、国の基本方針の平成 22 年度目標に即し平成 9 年度の 45％と設

定。 

・ 再生利用量は、平成 22 年度の排出量に占める割合を現況値 60％と設定。 

・ その他量は、現況値９（千ﾄﾝ）と設定。 

・ 中間処理による減量＝排出量－再生利用量－最終処分量－その他量 

 ３：平成 22 年度以降は、平成 22 年度の各処理割合が変わらないものとして推計した。 

・ 排出量は平成 16 年度から平成 22 年度までの変化の割合が変わらないものとして算出した。

（*6） 

・ その他の処理量（発生量、再生利用量、最終処分量等）は平成 22 年度における排出量に対す

る割合が変わらないものとして算出した。 

 ４：上記の手法により、各年の合計量を設定した後、現況の各廃棄物の種類別の発生及び処理割合が

現況と変わらないものとして割り振りした。 

 ５：平成 22 年度は国の基本方針の目標年次 

○業種別 

構成比 H16比 構成比 H16比 構成比 H16比

農業 2,292 11.7% 95% 0 2,292 16.4% 95% 457 1,835 0 0.0% - 0
鉱業 29 0.1% 95% 0 29 0.2% 95% 16 12 0 0.0% 80% 0
建設業 5,042 25.8% 95% 68 4,974 35.6% 95% 4,071 540 363 32.2% 80% 1
製造業 9,984 51.1% 95% 5,347 4,637 33.2% 95% 2,366 1,799 447 39.7% 87% 26
電気・水道業 1,378 7.0% 97% 134 1,244 8.7% 97% 646 453 146 13.0% 80% 0
運輸業 74 0.4% 95% 6 68 0.5% 95% 33 19 16 1.4% 80% 0
卸・小売業 345 1.8% 95% 7 338 2.4% 95% 206 81 51 4.5% 80% 1
サービス業 255 1.3% 95% 6 249 1.8% 95% 124 63 48 4.3% 80% 14
廃車処理業 16 0.1% 95% 2 14 0.1% 95% 7 3 4 0.3% 80% 0
その他業種 132 0.7% 77% 4 129 1.1% 78% 41 37 51 4.5% 44% 0
合計 19,549 100% 95% 5,574 13,975 100% 95% 8,000 4,809 1,125 100% 80% 41

排出量 再生
利用量

中間処理
減量化量

平
成
2
2
年
度
推
計

業種
発生量

有償物量
最終処分量

その他量

 

構成比 H16比 構成比 H16比 構成比 H16比

農業 2,271 11.7% 94% 0 2,271 16.4% 94% 453 1,819 0 0.0% - 0
鉱業 29 0.1% 94% 0 28 0.2% 94% 16 12 0 0.0% 79% 0
建設業 4,997 25.8% 94% 67 4,930 35.6% 94% 4,035 535 359 32.2% 79% 1
製造業 9,895 51.1% 94% 5,300 4,596 33.2% 94% 2,344 1,783 443 39.7% 87% 25
電気・水道業 1,366 7.0% 96% 133 1,233 8.7% 96% 640 449 145 13.0% 79% 0
運輸業 73 0.4% 94% 6 67 0.5% 94% 33 19 16 1.4% 79% 0
卸・小売業 342 1.8% 94% 7 335 2.4% 94% 204 80 50 4.5% 79% 1
サービス業 253 1.3% 94% 6 246 1.8% 94% 123 63 48 4.3% 79% 13
廃車処理業 16 0.1% 94% 2 14 0.1% 94% 7 3 4 0.3% 79% 0
その他業種 131 0.7% 76% 4 128 1.1% 77% 40 37 50 4.5% 44% 0
合計 19,375 100% 94% 5,524 13,850 100% 94% 7,929 4,766 1,115 100% 79% 41

再生
利用量

中間処理
減量化量

最終処分量

平
成
2
3
年
度
推
計

業種
発生量

有償物量 その他量
排出量
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構成比 H16比 構成比 H16比 構成比 H16比

農業 2,169 11.7% 90% 0 2,169 16.4% 90% 432 1,737 0 0.0% - 0
鉱業 27 0.1% 90% 0 27 0.2% 90% 15 12 0 0.0% 75% 0
建設業 4,772 25.8% 90% 64 4,708 35.6% 90% 3,854 511 343 32.2% 75% 1
製造業 9,450 51.1% 90% 5,061 4,389 33.2% 90% 2,239 1,703 423 39.7% 83% 24
電気・水道業 1,304 7.0% 92% 127 1,178 8.7% 92% 611 429 138 13.0% 76% 0
運輸業 70 0.4% 90% 5 64 0.5% 90% 31 18 15 1.4% 75% 0
卸・小売業 326 1.8% 90% 6 320 2.4% 90% 195 77 48 4.5% 75% 1
サービス業 241 1.3% 90% 6 235 1.8% 90% 117 60 46 4.3% 75% 13
廃車処理業 15 0.1% 90% 2 13 0.1% 90% 7 3 4 0.3% 75% 0
その他業種 125 0.7% 72% 4 122 1.1% 74% 39 35 48 4.5% 42% 0
合計 18,503 100% 90% 5,276 13,227 100% 90% 7,572 4,552 1,065 100% 75% 39

排出量 再生
利用量

中間処理
減量化量

（
平
成
2
8
年
度
推
計

）

業種
発生量

有償物量
最終処分量

その他量

 

注１：千トン未満を四捨五入しているため、合計値が合わない場合がある。 

 ２：将来廃棄物量の推計方法は、種類別集計のものと同じ。 

 ３：合計量を設定後、現況の各廃棄物の業種別の発生及び処理割合が現況と変わらないものとして割

り振りした。 

 

【将来推計に関する補足】 

（＊1）将来人口：「新しい施策の指針：愛知県」で示される平成 27 年度人口（7,392 千人）と平成 37

年度人口（7,315 千人）を基に次のとおり算定。 

  ① 平成 17 年度から平成 26 年度 

平成 7 年度から平成 16 年度及び平成 27 年度、平成 37 年度の人口による次の回帰式を算定

後、回帰式による予測値と、平成 16 年度及び 27 年度人口の差を調整して求めた。 

ｙ＝-35ｘ3＋512ｘ2＋34,826ｘ＋7,784,536（ｘ：平成 7=1、単位：人） 

② 平成 28 年度以降 

平成 27 年度と平成 37 年度の人口を直線回帰により補間 

ｙ＝7,392,000－7700ｘ         （ｘ：平成 28=1、単位：人） 

（＊2）原単位：ｙ＝1,120×1.0024ｘ       （ｘ：平成 11=1、単位：千トン） 

（＊3）再生利用量：ｙ＝144,517 Ln(x)＋243,723 （ｘ：平成７=1、単位：千トン） 

ただし、現状（平成 16 年度）と回帰式による予測値の差による補正を行った。 

（＊4）原単位：ｙ＝1,120－20.7ｘ        （ｘ：平成 17=1、単位：千トン） 

（＊5）活動量指標：次ページに記載 

（＊6）排出量：ｙ＝14,723－124.67ｘ      （ｘ：平成 17=1、単位：千トン） 
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x値（元請完成工事高、製造品出荷額等、病床数） H6を x = 1 とした。
x値（従業者数） H8を x = 1 とした。

Ａ農業 家畜糞尿排泄量 活動量指標を使用していない（原単位法で推計していない）。

Ｄ鉱業 従業者数 回帰式［指数式］より設定。 y = 1995.2e
-0.0861x

Ｅ建設業 元請完成工事高 回帰式［指数式］より設定。 y = 45510e-0.0187x

Ｆ製造業 製造品出荷額等 09～32の合計。

09食料品製造業 製造品出荷額等 回帰式［指数式］より設定。 y = 16137e-0.0113x

10飲料・たばこ・飼料製造業 製造品出荷額等 回帰式［指数式］より設定。 y = 6852e-0.0325x

11繊維工業 製造品出荷額等 回帰式［指数式］より設定。 y = 8073.6e-0.0783x

12衣服・その他の繊維製品製造業 製造品出荷額等 回帰式［指数式］より設定。 y = 3436.4e-0.0928x

13木材・木製品製造業（家具を除く） 製造品出荷額等 回帰式［指数式］より設定。 y = 3199.6e-0.0537x

14家具・装備品製造業 製造品出荷額等 回帰式［対数式］より設定。 y = -715.32Ln(x) + 3850.2

15パルプ・紙・紙加工品製造業 製造品出荷額等 回帰式［指数式］より設定。 y = 4753e-0.0216x

16印刷・同関連業 製造品出荷額等 回帰式［指数式］より設定。 y = 5074.2e-0.0096x

17化学工業 製造品出荷額等 回帰式［１次式］より設定。 y = -24.82x + 9725.4

18石油製品・石炭製品製造業 製造品出荷額等 回帰式［指数式］より設定。 y = 8313.5e
-0.0518x

19プラスチック製品製造業 製造品出荷額等 回帰式［累乗式］より設定。 y = 13602x
-0.0081

20ゴム製品製造業 製造品出荷額等 回帰式［累乗式］より設定。 y = 3748.4x
0.0269

21なめし革・同製品・毛皮製造業 製造品出荷額等 回帰式［対数式］より設定。 y = -86.035Ln(x) + 369.77

22窯業・土石製品製造業 製造品出荷額等 回帰式［指数式］より設定。 y = 10365e
-0.0212x

23鉄鋼業 製造品出荷額等 回帰式［累乗式］より設定。 y = 20727x
-0.0358

24非鉄金属製造業 製造品出荷額等 回帰式［１次式］より設定。 y = 108.98x + 3971.9

25金属製品製造業 製造品出荷額等 回帰式［指数式］より設定。 y = 15534e
-0.0219x

26一般機械器具製造業 製造品出荷額等 回帰式［累乗式］より設定。 y = 33261x
-0.0471

27電気機械器具製造業 製造品出荷額等

28情報通信機械器具製造業 製造品出荷額等

29電子部品・デバイス製造業 製造品出荷額等

30輸送用機械器具製造業 製造品出荷額等 回帰式［指数式］より設定。 y = 121469e
0.0321x

31精密機械器具製造業 製造品出荷額等 回帰式［指数式］より設定。 y = 2683.4e
-0.0211x

32その他の製造業 製造品出荷額等 回帰式［対数式］より設定。 y = 490.68Ln(x) + 2608.8

Ｇ電気・ガス・熱供給・水道業 従業者数 33～36の合計。

33電気業 従業者数 回帰式［指数式］より設定。 y = 10977e
-0.0242x

34ガス業 従業者数 回帰式［指数式］より設定。 y = 3885.3e
-0.0146x

35熱供給業 従業者数 回帰式［指数式］より設定。 y = 108.16e
-0.0447x

36水道業 人口 活動量指標を使用していない（原単位法で推計していない）。

Ｈ情報通信業 従業者数 回帰式［累乗式］より設定。 y = 57967x
0.0435

Ｉ運輸業 従業者数 42～（その他の運輸業）の合計。

42鉄道業 従業者数 回帰式［対数式］より設定。 y = -317.17Ln(x) + 10314

43道路旅客運送業 従業者数 回帰式［累乗式］より設定。 y = 26860x-0.1146

44道路貨物運送業 従業者数 回帰式［指数式］より設定。 y = 110751e-0.0005x

（その他の運輸業） 従業者数 回帰式［対数式］より設定。 y = -5856.6Ln(x) + 54687

Ｊ卸売・小売業 従業者数 581～（その他の卸売・小売業）の合計。

581自動車小売業 従業者数 回帰式［指数式］より設定。 y = 39853e-0.0054x

603燃料小売業 従業者数 回帰式［指数式］より設定。 y = 29102e-0.0312x

（その他の卸売・小売業） 従業者数 回帰式［指数式］より設定。 y = 818827e-0.02x

Ｋ金融・保険業 従業者数 回帰式［指数式］より設定。 y = 104721e-0.0384x

Ｌ不動産業 従業者数 回帰式［累乗式］より設定。 y = 47286x-0.0116

Ｍ飲食店，宿泊業 従業者数 回帰式［累乗式］より設定。 y = 298435x
0.0125

Ｎ医療，福祉 病床数 回帰式［対数式］より設定。 y = -2102.3Ln(x) + 81747

О教育，学習支援業 従業者数 回帰式［指数式］より設定。 y = 75886e
0.0155x

Ｐ複合サービス事業 従業者数 回帰式［指数式］より設定。 y = 16275e
-0.0419x

Ｑサービス業（他に分類されないもの） 従業者数 808～（その他のサービス業）の合計。

808写真業 従業者数 回帰式［指数式］より設定。 y = 3321.4e
-0.0074x

81学術・開発研究機関 従業者数 回帰式［対数式］より設定。 y = -419.46Ln(x) + 8121.7

821洗濯業 従業者数 回帰式［指数式］より設定。 y = 21389e
-0.0077x

86自動車整備業 従業者数 回帰式［対数式］より設定。 y = -642.39Ln(x) + 21804

（その他のサービス業） 従業者数 回帰式［指数式］より設定。 y = 341550e
0.0227x

注１．「家畜糞尿排泄量」は、全体量を［対数式］ y = -117.48Ln(x) + 2707.1 で求めた。このときH10を x = 1 とした。
注２．水道業の「人口」は、国立社会保障・人口問題研究所の都道府県の将来推計人口を用いた。

27～29の合計を回帰式［１次式］より設
定し、H15年の27～29の活動量で配
分。

予測式

※配分前の［１次式］
y = 1771.7x + 11737

備　　　　　考産　　業　　分　　類 活動量指標

 

 

 

 


